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※ 内容については、今後の調整によって、変更があり得ます

ので、予めご了知 ください。
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現物 サ ー ビス拡 充 のための新 た な交付 金 (子育 て支 援交付金 )

につ い て

1.「子育て支援交付金」の創設について

現物サービス拡充のための新たな交付金 (子育て支援交付金)の創設
については、平成 23年 1月 21日 に開催の「全国厚生労働関係部局長
会議 (厚生分科会)」 等においてお伝えしたところであるが、今般、当
該交付金に係る交付基準案等の具体的内容について情報提供するので、
管内市町村に対して周知いただくとともに、当該交付金の積極的な活用
による地域における子育て支援の更なる推進について、管内市町村への
働きかけをお願いしたい。

2.交付対象の事業内容と交付基準の考え方
子育て支援交付金の交付対象事業は、以下のとおりである。
(1)国 と自治1体 が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェク

ト事業 (詳細は、保育課の説明資料を参照。)

① 対象事業

昨年 10月 に設置された 「待機児童ゼロ特命チーム」により、同
年 11月 29日 に取りまとめられた「国と自治体が,体的に取 り組
む待機児童解消「先取 り」プロジエク ト」における具体的施策のう
ち、原則、待機児童数が 10人以上 (平成 22年 10月 1日 時点 )

の市区町村が実施する次の事業。
ア グループ型小規模保育事業 、

複数の家庭的保育者が同一の場所で保育を実施する。 1グルー
プは原則 3人 (対象児童 9人)ま でとし、各々の家庭的保育者に
補助者を配置する場合等は、対象児童を 15人までとする。

イ ‐認可外保育施設運営支援事業

子 ども・子育て新システムにおける制度を見据え、児童福祉施
設最低基準を満たすことを基本として、質の確保された認可外保
育施設に対 し、運営に要する費用の一部を補助する。

② 交付基準の考え方

ア グループ型小規模保育事業

児童育成事業費における家庭的保育事業と同等の交付基準とす
る。

イ 認可外保育施設運営支援事業

安心こども基金の認定こども園事業費 (幼稚園型認定こども園
の保育所機能部分)と 同等の交付基準とする。
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(2)地方独自の子育て支援推進事業

① 対象事業

市町村が実施する、以下のいずれかに該当する事業を対象とする。

ア 地域の実情を踏まえて独自に行 う子育て支援事業のうち、新規

事業。

イ 既に実施 している事業の拡充を行 う場合の当該拡充部分。

市町村が平成 22年度において独 自に実施している子育て支援

事業について、

○支援対象者の拡大 (対象児童の年齢範囲の拡大、所得制限の

引き下げ 等)

○事業実施か所数等の政策的な増 (対象児童の自然増は含まれ

ない。)

などの既存事業の改善を平成 23年度から行 う場合に、平成 23
年度事業費見込額 (改善後)と 平成 22年度事業費実績額 (改善

前)と の差額を拡充分として捉えて、当該交付金の交付対象とす

る。                             ・

ウ 平成 20年 11月 28日 雇児発第 1128003号 厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知 「次世代育成支援対策交付金の交付

対象事業及び評価基準について」の 3に定める事業 (児童人口配

分による事業)と して、平成 22年度において次世代育成支援対

策交付金の交付を受けていた事業

ただし、次に掲げる事項に該当する事業は対象外とする。

ア 個人に金銭給付を行 う事業 (個人の負担を軽減する事業を除

く。)

なお、負担軽減の対象サービスを特定しない形で個人に現金を

支給するもの、及び換金が可能な、いわゆる「金券」に当たる品

目を個人に支給するものは、個人の負担を軽減する事業とは認め

ぅヽ ない。

※いわゆる「金券」に該当する品目の例

○商品券の類 (百貨店・クレジットカー ド等のギフ ト券、旅行券、全国
共通図書券 等)

○プ リペイ ドカー ドの類 (テ レホンカTド、全国共通図書カー ド 等 )

○その他 (切 手、はがき、公共交通機関の乗車券類 等)

イ 既に実施 している事業について、単に当該市町村の負担を軽

減するための事業。

ウ 国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象と

なる事業。
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工 国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象と

なる事業について、単に当該市町村の負担を軽減するための事業。

オ 新たに、「認可外保育施設運営支援事業」における対象施設の

要件に満たない認可外保育施設の運営に係る経費の一部を負担

し、又は補助する事業

力 施設整備を目的とする事業 (土地や既存建物の買収、土地の整

地、職員宿舎の設置等を含む。)。

② 交付基準の考え方

児童人由による配分額と、児童数が少ない市町村にも一定の交付

額を配分するために設定する定額分を合算し、各市町村への配分額

を決定する。

なお、①のア～ウに該当する事業を3事業以上実施する市町村に

対しては、予算の範囲内で加算を行 うこととする。

(3)次世代育成支援対策推進事業

① 対象事業

次世代育成支援対策推進法第 8条第 1項に規定する市町村行動計

画に基づき市町村が実施する次の事業 (従来の次世代育成支援対策交付

金 (ソ フト交付金)の「特定事業」及び「その他の事業」と同一の事業。)。

ア 特定事業

乳児家庭全戸訪問事業 (こ んにちは赤ちゃん事業 )、 養育支援

訪問事業、ファミリー・サポー ト・センター事業、子育て短期支援事

業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業

イ その他の事業
へき地保育所費、家庭支援推進保育事業、次世代育成支援人材

養成事業、子どもを守る地域ネットワァク機能強化事業、子育て

支援ネットワーク事業、子 どもの事故予防強化事業

② 交付基準め考え方

従来の次世代育成支援対策交付金 (ソ フト交付金)の交付基準と

同様、事業量や取組内容に応 じて設定するポイン トに基づき事業計

画全体を評価 し、各市町村への配分額を決定する。

(4)子育て支援環境整備事業

① 対象事業

現在、年金特別会計に計上 し、児童育成事業として実施 している

以下の事業。
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ア 民間児童館活動事業

民間児童館の創意工夫を生かし、自然体験活動事業や子どもボ

ランティア育成支援事業などの取組を実施する。

イ 児童福祉施設併設型民間児童館事業

民間の児童福祉施設に併設した児童館において、児童養護施設

等の専門的な養育機能を活用して、児童養育等に関する相談援助

活動等を実施する。

ウ 地域子育て環境づくり支援事業

地域における子育て支援活動が強化 されるよう、児童委員等に

対 して、基本的な活動方法や技法等を習得するための研修等を実

施する。

工 地域組織活動育成事業

母親など地域住民の積極的な参加による母親クラブ等の地域組

織活動の促進を図る8

②交付基準の考え方

従来の児童育成事業の各事業と同様の交付基準とする。

3.交付金交付事務等の流れ

(1)事前協議の実施

当該交付金の交付に当たっては、交付申請書の提出に先立ち、すが

ての交付対象事業について事前協議書の提出を求め、当該協議書を審

査の上、交付予定額の内示を行 うこととする。

交付申請は、原則、当該内示額により行 うこととなる。

事前協議の実施スケジュール等については、追って連絡する。

(2)交付決定手続

当該交付金は、補助方式が 2通 りあり、直接補助事業 (地方独自の

子育て支援推進事業、次世代育成支援対策推進事業)と 間接補助事業

(国 と自治体が一体的に取 り組む待機児童解消 「先取 り」プロジェク

ト事業、子育て支援環境整備事業)が あるが、直接補助事業について

は、国が直接、市町村に対 して交付決定を行 うこととなる。

指定都市及び中核市に対 しては、すべての事業が直接補助方式とな

ることから、国が直接、交付決定を行 う。

また、都道府県に対しては、市町村が行 う事業に対して都道府県が

補助する事業 (間接補助事業分)及び都道府県が実施主体となって行

う事業について交付金を交付する。
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(3)交付金の執行

指定都市及び中核市においては、すべての事業、それ以外の市町村

においては、国から直接交付を受ける直接補助事業に係る交付金の実

施事業への配分は、国からの交付決定額の範囲内で、各指定都市、中

核市及び市町村の裁量により決定して差し支えない。

また、都道府県においては、国から交付を受ける間接補助事業に係

る交付金の管内市町村への配分は、国からの交付決定額の範囲内で、

都道府県の裁量により決定して差 し支えない。

なお、市町村又は都道府県において、直接補助事業又は間接補助事

業で交付決定額を上回る事業費が必要となった場合は、国は、予算の

範囲内で変更交付決定を行 うこととなるので、留意願いたい。
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現物サービス拡充のための新たな交付金 (子育て支援交付金)について

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律に基づき、待機児童「先取り」プロジェクト関連事業や、地
方独自の子育て支援サービス (現物サービス)を拡充する事業の実施に必要な経費に充てるための交付金を交付し、次代
の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する。 <平 成23年度予算案 :500億円>

《子育て支援交付金 交付対象事業》

[国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消
「先取り」プロジェクト事業 ]

平成22年 10月 に設置 された「待機児童ゼロ特命チーム」によ

り、同年 11月 29日 に取 りまとめられた「国と自治体が一体
的に取 り組む待機児童解消「先取 り」プロジェ

´
ク ト」における

具体的施策のうち、原則、待機児童数が 10人以上 (平成 22
年 10月 1日 時点)の市区町村が実施する次の事業。

ア グループ型小規模保育事業

複数の家庭的保育者が同一の場所で保育を実施する。 1グ
ループは原則 3人 (対象児童 9人 )ま でとし、各々の家庭的
保育者に補助者を配置する場合等は、対象児童を 15人 まで
とする。

イ 認可外保育施設運営支援事業

児童福祉施設最低基準 を満たすことを基本 として、質の確
保された認可外保育施設に対 し、運営に要する費用の一部を

補助する。

[次世代育成支援対策推進事業 ]

次世代育成支援対策推進法第 8条第 1項 に規定する市町村行動
計画に基づき市町村が実施する、乳児家庭全戸訪問事業 (こ んに
ちは赤ちやん事業)、 地域子育て支援拠点事業、一時預か り事業
等の事業。

(従来の次世代育成支援対策交付金 (ソ フ ト交付金)の 「特定事
業」及び「その他の事業」。 )。

[地方独自の子育て支援推進事業 ]

市町村独自の子育て支援事業の新たな取組及び既に実施 して
いる事業の更なる拡充等、幅広い取組を推進する。

① 地域の実情を踏まえて市町村が独自に行う子育て支援事業
のうち、新規事業

② 既に実施している事業の拡充を行う場合の当該拡充部分

③ 従来の次世代育成支援対策交付金 (ソ フト交付金)の児童
人口配分による事業

《交付対象外》
,金銭給付 (利 用者負担軽減は対象)

,既存の地方単独事業への財源充当
:国 の他のネ甫助金等の対象経費

: ,国 の他の補助金等の地方負担分への充当
,新たに、「認可外保育施設運営支援事業」の実施要件を
満たさない認可外保育施設への新たな運営費助成

・施設整備を目的とする事業

[子育て支援環境整備事業 ]

従来の児童育成事業のうち、民間児童館の活動推進や児童委員
等の研修、母親クラブなど地域組織の活動を支援する以下の事業。

○民間児童館活動事業

○児童福祉施設併設型民間児童館事業

○地域子育て環境づ くり支援事業

○地域組織融 育成事業



交付基準の考え方 交付基準額

1.国 と自治体が一体的に取 り組む
待機児童解消「先取 り」プロジェク
ト事業

①グループ型小規模保育
事業

児童育成事業費における

家庭的保育事業と同等の交
付基準

②認可外保育施設運営支援
事業
安心こども基金の認定こ

ども園事業費 (幼稚園型認
定こども園の保育所機能部
分)と 同等の交付基準

①グループ型小規模保育事業
○家庭的保育者経費 :児童 1人 当たり月額 52,200円

○家庭的保育支援者経費
ア 保育者6人以上に対 し配置する場合:支援者 1人 当たり年額 4,527,000円

イ 保育者3～ 5人 に対 し配置する場合:支援者1人 当たり年額 2,263,000円

○連携保育所又は実施保育所経費
ア 基本分 :1か所当たり年額 800,000円

イ 加算分 保育者1人 につき年額 120,000円

○家庭的保育補助者経費

補助者を配置 している家庭的保育者に、児童1人当たり月額25,000円

②認可外保育施設運営支援事業
児童 1人 当たり月額 :乳児72,000円 、1

3歳児15,000円 、

・2歳児39,000円 、
4歳以上児12,000円

2.地方独自の子育て支援推進事業

児童人口による配分額 と、

児童数が少ない市町村にも
一定の交付額を配分するた
めに設定する定額分を合算
して交付。

以下の①及び②の合算額を交付 (3事業以上実施の場合には加算を行う。)。

①定額分 :1市町村当たり2,000,000円

②児童人口配分額
平成23年4月 1日 現在の各市町村における児童人口 (0歳～15歳の児童数。
ただし、平成8年4月 1日 以前に生まれた児童を除 く。)に応 じて、次に
より算出された額。

'ア
児童人口3千人未満 :配分基礎額284,000円 ×3

イ 児童人口3千人以上1万人未満

配分基礎額284,000円 × (当該児童人口/1千人)

ウ 児童人口1万人以上

配分基礎額284,000円 × {10+(当該児童人ロー 1万人)/1,500人 }

3。 次世代育成支援対策推進事業
従来の次世代育成支援対策
交付金の交付基準と同様。

実施要綱 (評価基準)に基づく基準点数に基づき交付額を算出。

4。 子育て支援環境整備事業

①民間児童館活動推進事業

②児童福祉施設併設型民間児童館事業

③地域子育て環境づくり支援事業

④地域組織活動育成事業

従来の児童育成事業におけ
る各事業の交付基準と同様。

1か所当たり年額 児童館 :1,800,000円 、児童センター :2,969,000円

1か所当た り年額 9,951i000円

都道府県、指定都市、中核市 1か所当たり年額 935,000円

1か所当たり年額 189,000円



l
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1

対象事業 国庫負担割合 実施主体・負担割合

1.国 と自治体が一体的に取り組む待機児童解消
「先取り」プロジェクト事業      :
①グループ型小規模保育事業

②認可外保育施設運営支援事業

①の事業及び②の事業のうち既に市町村よ
り補助を受けている施設への支援

1/3   、

市町村 1/3(都 道府県 1/3)
指定都市 ・中核市 2/3

②の事業のうち上記以外の事業
1/2

市町村 1/4(都道府県 1/4)
指定都市・中核市 1/2

2.地方独自の子育て支援推進事業

定額 (1/2相 当)

(児童人口配分と定額の併用 )

※ 3事業以上実施する場合は加算を行 う。

指定都市、中核市、市町村  1/2

3.次世代育成支援対策推進事業 定額 (1/2相 当) 指定都市、中核市、市町村  1/2

4.子育て支援環境整備事業

①民間児童館活動事業

②児童福祉施設併設型民間児童館事業

③地域子育て環境づくり支援事業

④地域組織活動育成事業

①、②及び④の事業
1/3

市町村1/3(都道府県1/3)
指定都市・中核市2/3

③の事業
1/3 都道府県、指定都市、中核市  2/3

●●



現物サービス拡充の健めの新たな交付金 (字育て支援交付金)の
交付申請事務の流れについて

市 町 村
【直接補助事業】

交付された交付金の実施事業への配分は、
交付決定額の範囲内で市町村の裁量により決定。

【間接補助事業】

交付された交付金の実施事業への配分は、都道府県
からの配分額の範囲内で市町村の裁量により決定。

※ 市町村又は都道府県において、直接補助事業又は間接補助事業
で交付決定額を上回る事業費が必要となった場合は、国は、予算
の範囲内で変更交付決定を行う。 都道府県は、市町村が実施す

る事業に対 して補助を行う

都 道 府 県
交付された交付金の市町村への配分は、交付

決定額の範囲内で都道府県の裁量により決定。

間接補助①
事前協議

県事業①
事前協議

間接補助③
交付申請

県事業③
交付申請

間接補助④
交付決定

県事業④
交付決定

【直接補助事業】
○地方独自の子育て支援推進事業

○次世代育成支援対策推進事業

国 【間接補助事業】
○国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取

り」プロジェクト事業
○子育て支援環境整備事業



未 定 稿

厚生労働省発雇児第

平 成   年

口万

日月

都道府県知事

各 場‖   [ 
殿

市 区 町 村 長

厚生労働事務次官

平成 23年度子育て支援交付金の国庫補助につtヽ て

標記の交付金については、別紙「平成 23年度子育て支援交付金交付要綱」により行 う
こととされ、平成 23年 4月 1日 から適用することとされたので通知する。

なお、平成 20年 11月 28日 厚生労働省発雇児第 1128002号 「次世代育成支援

対策交付金の国庫補助について」は廃止する。

おつて、平成 22年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例
によるものとする。
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(別紙 )

平成 23年度子育て支援交付金交付要綱

(通則 )

1 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律 (平成 23年法律第●●号。

以下 「子 ども手当法」という。)第 23条の規定に基づ く交付金 (子育て支援交付金 )

の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律 (昭和 30年法律第 179号 )、 補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令 (昭和 30年政令第 255号 。以下「適正化法施行令」とい

う。)及び厚生労働省所管補助金等交付規則 (平成 12年

曇嵩嘗 ,↑
第 6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的 )

2 この交付金は、子ども手当法第 23条の規定に基づき、市町村 (特別区を含む。以下

同 じ。)又は都道府県が実施する次代の社会を担う子どもの健やかな育ちの支援に資す

る事業に要する経費に充てるための交付金を交付 し、もって子どもの福祉の向上を図る

ことを目的 とする。

(交付の対象 )

3 この交付金は、次の事業を交付の対象とする。

(1)国 と自治体がす体的に取 り組む待機児童解消「先取 り」プロジェク ト事業

平成 22年 11月 29日 待機児童ゼロ特命チーム取 りまとめ「国と自治体が一体

的に取 り組む待機児童解消 「先取 り」プロジェク ト」及び平成23年●月●日雇児

発第●●●●●●●号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「平成23年度子育て支

援交付金の交付対象事業等について」(以下「実施要綱」という。)に基づき、指定都市

及び中核市が実施する次の事業並びに市町村が行う次の事業に対 して都道府県が補

助する事業。

ア グループ型小規模保育事業

複数の家庭的保育者が同一の場所で保育を実施する事業。

イ 認可外保育施設運営支援事業

児童福祉法 (昭和 22年法律第 164号 )第 39条第 1項に規定する保育所の

業務を目的とする施設であつて、同法第 35条第 4項の認可を受けていない認可

外保育施設のうち、児童福祉施設最低基準 (昭和 23年厚生省令第 63号 )の規

定による保育所に係る基準を満たす施設に対 して、運営に要する経費を補助する

次の事業。

(ア )既に市町村より補助を受けている認可外保育施設に対 して補助を行 う事業。

(イ )(ア )以外の認可外保育施設に対 して補助を行う事業。

-11-



(2)次世代育成支援対策推進事業

次世代育成支援対策推進法 (平成 15年法律第 120号 。以下 「次世代法」とい

う。)第 8条第 1項に規定する市町村行動計画により毎年度策定する別紙様式第 1及び

別紙様式第 2の別表 8に よる事業計画及び実施要綱に基づく事業として、指定都市t

中核市及び市町村が行う次の事業。

ア 特定事業

(ア )乳児家庭全戸訪問事業 (こ んにちは赤ちやん事業)と して、市町村が行う

事業。

(イ )養育支援訪間事業として、市町村が行う事業。

(ウ )フ ァミリー・サポニ ト・センター事業として、市町村が行う事業又は民間が

実施する事業に対 して市町村が補助する事業。

(工)子育て短期支援事業として、市町村が行う事業。

(オ)地域子育て支援拠点事業 として、市町村が行う事業又は民間が実施する事業

に対 して市町村が補助する事業。

(力 )一時預かり事業として、市町村が行う事業又は民間が実施する事業に対 して

市町村が補助する事業。

イ その他の事業

実施要綱の別添 4の 2に定める要件を備える事業。

(3)地方独自の子育て支援推進事業

実施要綱に基づき、地方が独自に行 う子育て支援サー ビス (現物サTビス)と し

ての次の事業。

ア 地域の実情に応 じた次代の社会を担 う子どもの健やかな育ちの支援に資する事

業として指定都市、中核市及び市町村が行う事業。

イ 次世代法第 8条第 1項に規定する市町村行動計画により策定する別紙様式第 1

及び別紙様式第 2の別表 9の③による事業計画に基づ く事業として、指定都市、

中核市及び市町村が行う事業。

(4)子育て支援環境整備事業

実施要綱に基づき、子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりを推進するた

めの以下の事業。

ア 民間児童館活動事業 として、指定都市及び中核市が実施する事業 (委託に限

る。)、 市町村が行 う事業 (委託に限る。)に対 して都道府県が補助する事業並び

に社会福祉法人等が行う事業に対 して都道府県、指定都市又は中核市が補助する

事業。

イ 児童福祉施設併設型民間児童館事業としてt指定都市及び中核市が実施する事

業 (委託に限る。)並びに市町村が行 う事業 (委託に限る。)に対 して都道府県が

補助する事業。

ウ 地域子育て環境づくり支援事業として、都道府県、指定都市及び中核市が行う

事業。
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工 地域組織活動育成事業として、指定都市及び中核市が実施する事業並びに市町 _

村が行 う事業に対 して都道府県が補助する事業。

(対象外事業 )

4 この交付金は、次に掲げる事業については、交付の対象としないものとする。

(1)個 人に金銭給付を行う事業 (個人の負担を軽減する事業を除 く。)。

(2) 既に実施 している事業について、単に当該市町村の負担を軽減するための事業。

(実施要綱の別添 1の 2に定める事業を除 く。)。

(3) 国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業。

(4) 国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業につい

て、単に当該市町村の負担を軽減するための事業。

(5) 新たに、実施要綱の別添 1の 2の (4)に定める要件に満たない認可外保育施

設の運営に要する経費の二部を負担 し、又は補助する事業。

●    (6) 施設整備を目的とする事業 (土地や既存建物の買収、土地の整地、職員宿舎の

設置等を含む。)。

(交付額の算定方法 )

5 この交付金の交付額は、それぞれ次により算出 した額の合計額とする。ただ し、算出

された額に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、これを切 り捨てるものとする。

(1)3の (1)及 び (4)の事業

ア 都道府県 (3の (4)の ウの事業のみ。)、 指定都市及び中核市が行う事業

(ア )男J表の第 2欄 に定める種目ごとに、第 3欄 に定める基準額と第 4欄に定め

る対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額 (社会福祉法人等営利を目

的としない法人の場合は寄付金収入額を除 く。以下同 じ。)を控除 した額と

を比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額に第 5欄 に掲げる補助率を乗 じて得た額と厚生

労働大臣が認めた額とを比較 して少ない方の額を交付額とする。

イ 市町村が行う事業に対 して都道府県が補助する事業

(ア )別表の第 2欄 に定める種目ごとに、第 3欄 に定める基準額と第 4欄に定め

る対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除 した額とを市町村ご

とに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額に 3分の 2(3の (1)の イの (イ )の事業は

4分の 3)を乗 じて得た額と都道府県が補助 した額とを比較 して少ない方の

額の合計額に第 5欄 に掲げる補助率を乗 じて得た額と、厚生労働大臣が認め

た額とを比較 して少ない方の額を交付額とする。

ウ 社会福祉法人等が行う事業に対 して都道府県、指定都市又は中核市が補助する

事業

(ア )別表の第 2欄 に定める種目ごとに、第 3欄 に定める基準額と第 4欄 に定め
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る対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除 した額とを社会福祉

′ 法人等 ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

(イ )(ア )に より選定された額に 3分の 2を 乗 じて得た額と、都道府県、指定

都市又は中核市が補助 した額とを比較 して少ない方の額の合計額に第 5欄に

掲げる補助率を乗 じて得た額と、厚生労働大臣が認めた額とを比較 して少な

い方の額を交付額とする。

(2)3の (2)の事業

実施要綱の別添 4に定める評価基準 (以下「評価基準」という。)に基づく基準

点数を基礎 とし、次により算出する。

ア 評価基準により設定された基準点数の合計点等を基に厚生労働大臣が認めた額

と、事業計画に掲 げる事業の対象経費の実支出額の合計額から寄付金その他の収

入額の合計額を控除 した額に 2分の 1を 乗 じた額とを比較 して、少ない方の額を

選定 し、交付額とする。

イ なお、平成 22年度において次世代育成支援対策交付金による事業実績がある

市町村においては、アにより評価基準に基づき設定された基準点数の合計点に、

下表に掲 げる執行率 (前年度基準点数の合計 (実績)/前年度基準点数の合計

(計画 )。 なお、前年度基準点数とは、平成 20年 11月 28日月が読第 112800
3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策交付金の交付

対象事業及び評価基準について」に基づき設定された基準点数。)に応 じて定め

る減額率を乗 じることとする。

(豪更)

執行率 90%以上 90%未 満

減額率 減額な し 0. 9

(3)3の (3)の事業

ア 別表の第 4欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除 し

た額に第 5欄に定める補助率を乗 じて得た額 と、厚生労働大臣が認めた額とを比

較 して少ない方の額を。

(交付の条件 )

6 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1)都道府県、指定都市及び中核市が事業を実施する場合

ア 事業内容の変更 (軽微な変更を除 く。)を する場合には、厚生労働大臣の承認

を受けなければならない。

イ 事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければな

らない。

ウ 事業が予定の期間内に完了 しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに厚生労働大臣に報告 し、その指示を受けなければならない。
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工 事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が 50万円以上の機械及び器具に

ついては、適正化法施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が

別に定める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないで、この交付金の

交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け、担保に供 し、又は廃棄

してはならない。

オ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、

その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

力 事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならない。

キ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定 した場合には、別紙様式第 8に より速やかに

厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、厚生労働大臣は報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

ク この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第 4に

よる調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理

し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日 (事業の中止又は廃上の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管 しておかなけ

ればならない。

(2)市町村が実施する事業に都道府県が補助する場合

ア 事業内容の変更 (軽微な変更を除 く。)をする場合には、都道府県知事の承認

を受けなければならない。

イ 事業を中止 し、又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受けなければな

らない。

ウ 事業が予定の期間内に完了 しない場合又は事業の遂行が困難 となった場合には、

速やかに都道府県知事に報告 し、その指示を受けなければならない。

工 事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が 50万円以上の機械及び器具に

ついては、適正化法施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が

別に定める期間を経過するまで都道府県知事の承認を受けないで、この交付金の

交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け、担保に供 し、又は廃棄

してはならない。

オ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

力 事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならない。

キ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定 した場合には、別紙様式第 8に より速やかに
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厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、厚生労働大臣は報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

ク 市町村は、都道府県から交付を受けた額と事業に係る予算及び決算との関係を

明らかに した別紙様式第 4に よる調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び

歳出について証拠書類を整理 し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日 (事業の

中止又は廃上の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終

了後 5年間保管 しておかなければならない。

ケ 都道府県は、国から概算払いにより市町村に交付する額に係る交付金の交付を

受けた場合には、当該概算払いを受けた交付金に相当する額を遅滞な く̀市 町村に

交付 しなければならない。

コ エにより付 した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、

あらか じめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

サ 市町村から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があつた場合には、そ

の納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(3)市町村が事業を実施する場合 ((4)に掲げる場合を除 く。)

ア 事業内容の変更 (軽微な変更を除 く。)を する場合には、厚生労働大臣の承認

を受けなければならない。

イ 事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければな

らない。

ウ 事業が予定の期間内に完了 しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに厚生労働大臣に報告 し、その指示を受けなければならない。

工 事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が 50万円以上の機械及び器具に

ついては、適正化法施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が

別に定める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないで、この交付金の

交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け、担保に供 し、又は廃棄

してはならない。

オ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、

その収入の全部又は―部を国庫に納付させることがある。

力 事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならない。

キ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定 した場合には、別紙様式第 8に より速やかに

厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、厚生労働大臣は報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

ク この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第 4に

よる調書 を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理
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し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日 (事業の中止又は廃止の承認 を受けた

場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管 しておかなけ

ればならない。                  ヽ

(4)市町村が民間の実施する事業に対 して補助する場合

ア 事業内容の変更 (軽微な変更を除 く。)をする場合 には、市町村長の承認を受

けなければならない。

イ 事業を中止 し、又は廃止する場合には、市町村長の承認を受けなければならな

い 。

ウ 事業が予定の期間内に完了 しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに市町村長に報告 し、その指示を受けなければならない。

工 事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が 50万円以上の機械及び器具に

ついては、適正化法施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が

別に定める期間を経過するまで市町村長の承認を受けないで、この交付金の交付

の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け、担保に供 し、又は廃棄 して

はならない。

オ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、そ

の収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

力 事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならない。

キ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定 した場合には、別紙様式第 8に より速やかに

市町村長に報告 しなければならない。

なお、民間事業者が全国的に事業を展開する組織の一部 (又は一支社、一支所

等)であつて、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部 (又は本社、本

所等)で、消費税及び地方消費税の申告を行つている場合は、本部の課税売上割

合等の申告に基づき報告を行 うこと。

また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市

町村に納付させることがある。

ク 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

ての証拠書類を整理 し、かつ、当該帳簿及び証拠書類 を事業完了の日 (事業の中

止又は廃止の承認 を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了

後 5年間保管 しておかなければならない。

ケ エにより付 した条件に基づき、市町村長が財産の処分を承認する場合には、あ

らかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

コ 民間事業者から財産の処分による収入又は交付金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額の全部又は―部の納付があつた場合には、その納付額の全部

又は―部を国庫に納付させることがある。

サ 民間事業者がア～クにより付 した条件に違反 した場合には、この交付金の全部
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又は一部を国庫に納付させることがある。

(5)都道府県、指定都市又は中核市が社会福祉法人等の実施する事業に対 して補助す

る場合

ア 事業内容の変更 (軽微な変更 を除 く。)をする場合には、都道府県知事又は指

定都市若 しくは中核市の市長の承認を受けなければならない。

イ 事業 を中止 し、又は廃止する場合には、都道府県知事又は指定都市若 しくは中

核市の市長の承認を受けなければならない。

ウ 事業が予定の期間内に完了 しない場合又は事業の遂行が困難 となった場合には、

速やかに都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市長に報告 し、その指示を

受けなければならない。

工 事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が 50万円以上の機械及び器具に

ついては、適正化法施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が

別に定める期間を経過するまで都道府県又は指定都市若 しくは中核市の市町村長

の承認 を受けないで、この交付金の交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、

貸 し付け、担保に供 し、又は廃棄 してはならない。

オ 都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市長の承認を受けて財産を処分す

ることにより収入があつた場合には、その収入の全部又は一部を都道府県、指定´

都市又は中核市に納付させることがある。

力 事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならない。

キ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定 した場合には、別紙様式第 8に より速やかに

都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市長に報告 しなければならない。

なお、社会福祉法人等が全国的に事業を展開する組織の一部 (又 は一支所等 )

であつて、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部 (又 は本所等)で、

消費税及び地方消費税の申告を行つている場合は、本部の課税売上割合等の申告

に基づき報告を行 うこと。

また、都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市長に報告があつた場合は、

当該仕入控除税額の全部又は一部を都道府県又は指定都市若 しくは中核市に納付

させることがある。

ク 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

ての証拠書類を整理 し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日 (事業の中

止又は廃上の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了

後 5年間保管 しておかなければならない。

ケ エにより付 した条件に基づき、都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市

長が財産の処分を承認する場合には、あらか じめ厚生労働大臣の承認を受けなけ

ればならない。

コ 社会福祉法人等から財産の処分による収入又は交付金に係る消費税及び地方消
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費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があつた場合には、その納付額の

全部又は二部を国庫に納付させることがある。

サ 社会福祉法人等がア～クにより付 した条件に違反 した場合には、この交付金の

全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(申 請手続 )

7 この交付金の交付の申請は、次により行 うものとする。

(1)指定都市及び中核市が実施する事業

指定都市及び中核市の市長は、別紙様式第 1に よる申請書に関係書類を添えて、

別に指示する期日までに厚生労働大臣に提出 して行 うものとする。

(2)市町村が実施する事業

市町村長は、別紙様式第 2に よる申請書に関係書類を添えて、別に指示する期日

までに厚生労働大臣に提出 して行 うものとする。

(3)都道府県が実施する事業

都道府県知事は、別紙様式第 3に よる申請書に関係書類を添えて、別に指示する

期 日までに厚生労働大臣に提出 して行 うものとする。

(変更申請手続 )

8 この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更 して追加交付申請等を

行 う場合には、 7に定める申請手続に従い、男」に指示する期日までに行 うものとする。

(交 付決定までの標準的期間)

9 都道府県は、交付申請書が到達 した日から起算 して原則として 1月 以内に厚生労働大

臣に提出するものとし、厚生労働大臣は、交付申請書が到達 した日から起算 して原則と

して 2月 以内に交付の決定 (決定の変更を含む。)を行うものとする。

(交付金の概算払 )

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲

内において概算払をすることができる。

(実績報告 )

11 この交付金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(1)指定都市及び中核市が実施する事業

指定都市及び中核市の市長は、別紙様式第 5に よる報告書に関係書類を添えて、

事業完了の日から起算 して 1月 を経過 した日 (6の (1)の イにより事業の中止又

は廃上の承認を受けた場合には1当該承認通知を受理 した日から起算 して 1か月を

経過 した日)又は翌年度 4月 10日 までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。
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(2)市町村が実施する事業

市町村長は、別紙様式第 6に よる報告書に関係書類を添えて、事業完了の日から

起算 して 1月 を経過 した日 (6の (3)の イにより事業の中止又は廃止の承認を受

けた場合には、当該承認通知を受理 した日から起算 して 1か月を経過 した日)又は

翌年度 4月 10日 までに厚生労働大臣に提出 して行 うものとする。

(3)都道府県が実施する事業

都道府県知事は、別紙様式第 7に よる報告書に関係書類を添えて、事業完了の日

から起算 して 1月 を経過 した日 (6の (1)の イにより事業の中止又は廃上の承認

を受けた場合には、当該承認通知を受理 した日から起算 して 1か月を経過 した日)

又は翌年度 4月 10日 までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(交付金の返還 )

12 厚生労働大臣は、交付すべき交付金の額を確定 した場合において、既にその額を超

える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返

還することを命ずる。

(そ の他 )

13 特別の事1青 により5, 7, 8及 び 11に定める算定方法、手続によることができな

い場合にはtあ らかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとす

‐る。

※男ヽ■紙様式第 イ～第 θ/_~つ ιlで晟 ん蒻曳

・男■
=紙

様式第 イ r交付金調書

・元11紙様式第 5～第 ス「事業実績報 告

・印■紙様式第 θ ′)肖費税 /_~〃ろをス控除税額報静事
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国と自

治体が

一体的

に耳又り

組む待

機児童

解 消
「先取

り」プ

ロジェ

クト事

業

グルー

プ型小

規模保

育事業

(1)家庭的保育者経費

児童 1人当たり月額 52,200円

(2)家庭的保育支援者経費

ア 家庭的保育者 6人以上に対 し配置する場合

家庭的保育支援者 1人当たり年額4,527,000円

(た だし、事業期間が6か月未満の場合は、

2,263,000円。)

イ 家庭的保育者 3～ 5人に対 し配置する場合

家庭的保育支援者 1人当たり年額2,263,000円

(た だしt事業期間が 6か月未満の場合は、

1,131,000円 )

(3)連携保育所又は実施保育所経費

ア 基本分

1か所当たり年額800,000円

(た だし、事業期間が 6か月未満の場合は、

400,000円 )

イ 加算分

基本分に加え家庭的保育者 1人 につき次の年

額単価を加算 120,000円

(た だし、事業期間が 6か月未満の場合は、

場合は、60,000円 )

(4)家庭的保育補助者経費

家庭的保育補助者を配置 している家庭的保育者

ついて 児童 1人当たり月額25,000円

※ グループ内に家庭的保育補助者が配置されて

いても、補助者を配置 していない家庭的保育者

が担当する児童数は算定できない。

グループ型小規模

保育事業に必要な

経費

1/3
市町村

が行う

事業に

対 して

都道府

県が補

助する

場合

1/2
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4対象経費

認可外

保育施

設運営

支援事

業

児童 1人当たり月額

4歳以上児  12′000円

3歳児    15,000円
1・ 2歳児  39,000円

乳児      72,000円

※  「5 補助率」欄に記載の「市町村より補助を受

けている」とは、施設の設備や職員の配置等に関す

る基準を設定し、当該基準を満たすことを条件とし

て、その運営に要する費用等について補助を受けて

いるものであり、給食費等、運営に要する費用のご

く一部の経費のみの補助制度や、設備や職員配置に

関する基準を設けずに施設に対 し一律に補助を行う

ものについては含めない。

認可外保育施設運

営支援事業に必要

な経費

ア 既に

市町村 よ

り補助を

受けてい

る認可外

保育施設

に対 して

補助を行

う事業

1/3

撻

下

イ ア以

外の認可

外保育施

設に対 し

て補助を

行う事業

1/2

市町オ寸が

行う事業

に対 して

都道府県

が補助す

る場合

2//3
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1区分 2種 目 3基準額 4対象経費 5補助率

次世代

育成支

援対策

推進事

業

交付要

綱 3の

(2)の
ア の

(ア )～

(力 )の

各事業

を種 目

と す

る。

実施要綱の別添 4に定める評価基準による。 実施要綱に定める

評価基準による。

実施要綱

に定める

評価基準

による。

実施要

綱の別

添 4の

2の
(1)～

(6)の

各事業

を種 目

と す

る。

実施要綱の別添 4に定める評価基準によるも 実施要綱に定める

評価基準による。

実施要綱

に定める

評価基準

による。

地方独

自の子

育て支

援推進

事業

地方独

自の子

育て支

援推進

事業

次の

額。

及び (2)に より算出された額の合計

定額分

市町村当たり2,000,000円

(2)児童人口配分額

平成 23年 4月 1日 現在の各市町村における

児童人口 (0歳～ 15歳の児童数。ただし、平

成 8年 4月 1日 以前に生まれた児童を除 く。)

に応 じて、次により算出された額。

なお、実施要綱の別添 2の 3に該当する事業

を3事業以上実施する場合には加算を行う。

児童人口3千人未満

配分基礎額284,000円 ×3

児童人口3千人以上 1万人未満

配分基礎額284,000円

× (当該児童人口/1千人)

児童人口1万人以上

配分基礎額284,000円 × {10+

(当 該児童人ロー 1万人)/1,500人 }

地方独自の子育て

支援推進事業の実

施に必要な経費

定額

(1/2
相当)

●

●
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1区分 2種目 3基準額 4対象経費 5補助率

子育て

支援環

境整備

事業

民間児

童館活

動推進

事業

1)児童館

実施要綱の別添3の 1の (3)の①～④に掲げる

事業のうち2事業以上を実施。

1,800,000円 (1か所当たり年額)× か所数

(た だし、事業期間が6か月未満の児童館にあつて

は、 1か所当たり900,000円 とする。)

(2)児童センター

実施要綱の別添3の 1の (3)の①～④に掲げる

事業のうち2事業以上を実施。

2,969,000円 (1か所当たり年額)× か所数

(た だし、事業期間が6か月未満の児童センターに

あっては、 1か所当たり1,484,000円 とする。)

民間児童館活動事

業 に必要 な経費

(給 料、職 員手

当、共済費 を除

く。)

11/3.
市町村が

行う事業

に5村 して

都道府県

が補助す

る場合又

は社会福

祉法人等

が行う事

業に対 し

て都道府

県、指定

都市又は

中核市が

補助する

場合

11/21

児童福

祉施設

併設型

民間児

童館事

業

9,951,000円 (1か所当たり年額)× か所数

(た だし、事業期間が 6か月未満の児童福祉施設併設

型民間児童館にあつては、 1か所当たり4,975,000円

とする。)

児童福祉施設併設

型民間児童館事業

に必要な経費

1/13

市町村

が行う

事業に

対 して

都道府

県が補

助する

場合

1/2

地域子

育て環

境づく

り支援

事業

都道府県、指定都市、中核市 1か所当たり年額

935,000円

地域子育て環境づ

くり支援事業に必

要な経費

1/3

●

●
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1区分 2種目 3基準額 4対象経費 5補助率

地域組

織活動

育成事

業

189,000円 (1か所当たり年額)× 組織数 地域組織活動育成

事業に必要な経費

３

村

／

町

１

市

が行う

事業に

対 して

都道府

県がネ南

助する

場合

1/2

●

●
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別 紙 様 式 第 1

番       号

平 成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

指 定 都 市 長

中 核 市 長

平成  年 度 子 育 て支援 交付金 の交 付 申請 につ いて

標記 につ い て 、次 に よ り国庫 交付金 を交付 され る よ う関係 書類 を添 えて 申請す る。

1 国 庫 交 付 金 交 付 申請 額    金

2 平成  年 度 子 育て支援 交付金 所 要額総括表 (別 表 1)

3 平成  年 度 国 と自治 体 が一体 的 に取 り組 む待機 児 童解 消 「先 取 り」 プ ロジェク ト

事 業所 要額 内訳 表 (別 表 2)

4 平成  年 度 次世代育成 支援 対策推進 事業所 要額 内訳表 (別 表 3)

5 平成  年 度 地方独 自の子 育 て支援推進事業所 要額 内訳ノ表 (別 表 4)

6 平成  年 度 子 育 て支 援 環境 整備 業所 要額 内訳表 (別 表 5)

7 平成  年 度 国 と自治 体 が一 体的 に取 り組 む待機 児 童解 消 「先取 りJプ ロジェ ク ト

事 業 計 画書 (別 表 6)

8 平成  年度次世代育成支援対策推進事業の事業内容及び取組内容等調書 (別 表 7)

9 平成  年 度 次世代育成 支援 対策推進 事業 計画書 (別 表 8)

10 平成  年 度 地方独 自の子育 て支援推進事業計画 書 (別 表 9)

H 平成  年 度 子 育 て支援 環境整備 業計画書 (別 表 10)

12 添付 書類

(1)当 該 年 度 の歳入 歳 出予算 (見 込 )書 抄本 (当 該補助 事業 の支 出予算額 を備 考

欄 に明記 す るこ と。 )

(2)そ の他 参 考 とな る資料

※それ ぞれ の事業 にお いて 、市町村 が定 め る利 用料 の設 定 が あ る場 合 は、そ の

基 準額 がわ か る資料 を添付 す る こ と。

円
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別表 1 ●
平成

●
年度子育て支援交付金所要額総括表

Ｉ
Ｎ
劇
ｌ

区 分 国 庫 補 助 基 本 額
今回申請国庫補助所要

額
厚生労働大臣が認めた額 要 国 庫 補 助 額 備 考

千 円 千 円 千 円 千 円

(¬ )国 と自治体が一体的に取組待機児童解消
「先取り」プロジェクト事業

別表2-1もしくは別表11-1

別表2-2も しくは別表11-2

(2)次世代育成支援対策推進事業

(3)地方独自の子育て支援推進事業

(4)子育て支援環境整備事業

別表5-1も しくは別表 12-1

別表5-2もしくは別表12-2

別表 12-3

計



Ｉ
Ｎ
∞
―

別表2-1

平成 年度国と自治体が一体的に取り組む待機児童角「消「先取
ィ
」プロジエクト事業所要額内訳書

     事旨定者「1市 名
中 核 市 名

(注)か所数欄の( )は 、6ヶ 月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、(ア)は「家庭的保育者数」を記入すること。

区  分

対象経費

基準額④

国庫補助基本
額

(③と④を比
較して少ない
方の額)⑤

今回申請国庫補
助 所 要 額

(⑤ ×1/3)⑥

厚生労働大臣
が認めた額

⑦

国庫補助所要
額

上

し０“嘲
Ю
軋
方

か 所 数
支
Ｃ莉静

対

出
他
②

］̈
寄

の

額
③〓

引
②一

差
Ю

(ア )グループ型
小規模保育事業

(イ )認可外保育
施設運営支援事
業 (交 付要綱3
(1)イ (ア )の事
業)

合  計



別表2-2 ●          ●
平成 年度国と自治体が一体的|千取り組む待機写童解消「先取り」プロジェクト事業所要額内訳書

    1旨定者F市名
中 核 市 名

Ｉ
Ｎ
Ｏ
Ｉ

区  分

対象経費

基準額④

国庫補助基本
額

(③と④を比
較して少ない
方の額)⑤

今回申請国庫補
助 所 要 額

(⑤ X1/2)⑥

厚生労働大臣
が認めた額

⑦

国庫補助所要
額

Ｏα嘲
Ю
帆
方

か 所 数
支
①詢静

対
出

他
②

］̈
寄

の

額
③〓

引
②一

差
Ю

「

(イ )認可外保育
施設運営支援事
業(交付要綱3
(1)イ (イ )の事
業)

(注)か所数欄の( )は 、6ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、(ア )は「家庭的保育者数」を記入すること。



月1:表 3

平成 年度次世代育成支援対策推進事業所要額内訳書

ｌ
ω
Ｏ
Ｉ (注)1.クリーム色に色づけされたセルのみ記入する。それ以外のセルは式により自動計算される。

2.利用者から徴収した実費相当額等をB欄に記入すること。

3.D欄は、Cの額に2分の1を乗じて得た額が自動入力される。

4.E欄 は内示額を記入すること。

5.F欄は、D欄の額とE欄の額とを比較していずれか少ない方の額が自動入力される。

都道府県名 (上段 )

市区町村名 (下段 )

対象経費の支出予定
額

A

寄付金その他の

収入額

B

国庫補助基本額
(差引額:A― B)

C

今回申請国庫補助
所要額

D

厚生労働大臣が

認めた額

E

国庫補助
所要額

F

円 円 円 円 円 円

a 0 0 0



別 表 4

平成   年度地方独自の子育て支援推進事業所要額内訳書

ｌ
ω
“
―

(注)1.クリーム色に色づけされたセルのみ記入する。それ以外のセルは式により自動計算される。

2.利用者から徴収した実費相当額等をB欄に記入すること。

3.D欄は、Cの額に2分の1を乗じて得た額が自動入力される。

4.E欄 は内示額を記入すること。

5.F欄は、D欄の額とE欄の額とを比較していずれか少ない方の額が自動入力される。

都道府県名 (上段 )

市区町村名 (下段 )

対象経費の支出予定
額

A

寄付金その他の

収入額

B

国庫補助基本額
(差引額 :A― B)

C

今回申請国庫補助
所要額

D

厚生労働大臣が

認めた額

E

国庫補助
所要額

F

円 円 円 円 円 円

a 0 0 0



別表5-1
平成  年度子育て支援環境整備事業所要額内訳書 指定都市名

中 核 市 名

‥
ω
Ｎ
Ｉ

区  分

対象経費

基準額④

国庫補助基本
額

(③と④を比
較して少ない
方の額)⑤

今回申請国庫補
助 所 要 額

(⑤ ×1/3)⑥

厚生労働大臣
が認めた額

⑦

国庫補助所要
額

比

い
＞

∝
舛
額

と

て

の

０
彙
方

備 考
支
①莉榊

対

出
他
②

囀̈
寄

の
差  引  篠
(① ―②)=C

(ア )民間児童館活
動事業費

(1)小型児童館           か所
うち、事業実施期間6月 未満   か所

(2)児童センター           か所
うち、事業実施期間6月 未満   か所

(イ )児童福祉施設
併設型民間児童館
事業費

所
所

か
かうち、事業実施期間6月 未満

(ウ )地域子育て環
境づくり支援事業

(工 )地域組織活動
育成事業

合  計

「



別表5-2
平成

C≧
度子育て支援環境整備事業所要額内訳書 名

名
陣
市

齢
核

指
中

て少ない

今 回 申請 国
庫補 助所要

額

(⑥ と⑦を比
較して少ない
方 の 額 )③

国庫 補 助 基

厚生労働大
臣が認めた額

⑩対 象経 費 の
寄付金その他

(ア )民 間児童
館活動事業費

(1)小 型児童館
か所

うち、事業実施期間6月 未満
か所
(2)児 童センター
か所

うち、事業実施期間6月 未満

(ア )民間児童
館活動事業費

(1)小 型児童館

うち、事業実施期間6月 未満
か所
(2)児 童センター

うち、事業実施期間6月 未満

(ア )民間児童

(1)小 型児童館
か所

うち、事業実施期間6月 未満
か所
(2)児 童センター
か所

うち、事業実施期間6月 未満

(ア )民間児童

(1)小 型児童館
か所

うち、事業実施期間6月 未満
か所
(2)児 童センター
か所

うち、事業実施期間6月 未満



別表 6

平成  年度国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェク ト事業計画書

国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト事業

(1)グループ型小規模保育事業

(注 )¬ ①は、指定都市と中核市は記入の必要なし
2②の市町村自らが支援体制を取る場合の支援方法について、上記の枠内に収まらない場合は別紙(様式任意)に記載し添付すること。
3③は、家庭的保育支援者ごとに、通し番号を記入し異なる者であることが分かるようにすること。
4④は、グループごとに、通し番号を記入し異なるグループであることが分かるようにすること。
5⑤は、家庭的保育者ごとに、通し番号を記入し異なる者であることが分かるようにすること。
6①は、該当する番号の左に○印を付すこと。

都 道 府 県
指 定 都 市 名
中  核  市

ｌ
ω
ヽ
―

市町村名
連携・実施保育所、委託先法人名

〈市町村自らが支援体制を
取る場合、その支援方法)

②

家庭的保育
支援者番号

C

グループ番
有

C

家庭的保育者
番号

C

支出予定額
事業実施

月数
補助者数
(実人数)

利用児童数
(実人数)

延利用月数

C

実施形態

円 月 人 人

¬ 個人実施型

2保育所実施型

11 個人実施型

保育所実施型2

11 個人実施型

保育所実施型2

1個人実施型

2保育所実施型

¬ 個人実施型

2保 育所実施型

1個人実施型

2保育所実施型

1個人実施型

2保育所実施型

1 個人実施型

保育所実施型2

11 個人実施型

保育所実施型2

合計 か所 人

6月 以上

6日 夫 濡

グループ

人 円 か 所

6月 以上

6日 夫 満

メ 人 月 合計    か所

1     か所

2     か所



平成  年度国と自治体が一体的に取 り組む待機児童解消 「先取 り」プロジェク ト事業計画書

国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト

(2)認可外保育施設運営支援事業

(注)1.①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

2.③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。
3⑦は、本事業に関わらず、市町村による補助を開始した年月日を記入すること。(「 市町村による補助」の定義は、別表の基準額欄を参照のこと)

4⑩ は、児童福祉施設最低基準33条第2項の保育士数の基準を満たしそいる施設は「適」と、満たしていない施設は「否」と記入すること。

名
県

市

市
師卸核

都
指
中

‥
ω
Ｏ
ｌ

市町村名 対 象 施 設 名

σ

運営
主体

支出予定額
事業実施

月数
利用児童数
(実人数)

延利用月数
補 助 開 始

年 月  日

1/80

事 業 開 始

年  月 日

⑨

保育士配置基準
適・否

∩

P 月 人 月

4歳 以上

3歳
1.2歳
O歳

4歳 以上

3歳
1.2歳

0歳
4歳 以上

3歳
1・ 2歳
0歳

4歳 以上

3歳

1・ 2歳

0歳
4歳 以上

3歳

1・ 2歳
0歳

4歳以上

3歳

¬・2歳
0歳

4歳 以上

3歳
コ・2歳
0歳

4歳 以上

3歳
1・ 2歳
0歳

4歳以上

3歳

1・ 2歳
0歳

4歳 以土

3歳
1・ 2歳
0歳

合 計

市町村

か所 か 所

公

私

円 か 所 4歳以上
3歳
1・ 2歳
O歳

4歳以上
3歳
1・ 2歳
0歳

か所

適

否



別表7
平成23年度次世代育成支援対策推進事業の事業内容及び取組内容等調書

市 町 村 コード

都 道 府 県 名

市 区 町 村 名

担当部署 (課室・係 )

職 名

担 当者 氏名

電話番号 (直通又は代表 (内 線))

メールアドレス

(記入上の注意事項)

|※ 太線枠の欄 (ク リーム色に色づけされているセル)に記入し、それ以外の欄には記入しないこと。

|※ 男J表 3の記載内容に応じてA欄には「○」、B欄及びC欄には数字が自動的に表示される。平成23年度実施事業について別表3に記載している

|にもかかわらず別表2の A欄に「○」、B欄及びC欄に数字が表示されない場合は、別表3の記載に不備があることが原因と考えられるため、別表3

1の記載内容に誤り・不足等無いか確認すること。

,    |※ 地域子育て支援拠点事業、へき地保育事業及び家庭支援推進保育事業については、事業開始が年度途中となる等により事業実施月数が

112ヶ月に満たない場合は、以下とおり実施月数に応じてか所数が算出される。

1    11～ 8ヶ月:0 75か所、7～ 4ヶ月:05か所、3ヶ月～:0 25か所

|※ B欄の網掛けされているところは、A欄がOの場合:便宜上、数字の1が表示される。

く評価 1〉

●乳児家庭全戸訪問事業 (こんにちは赤ちゃん事業)

※「全戸訪間事業の対象となる全家庭数X20"」 は、地方交付税で既に実施されている新生児訪問指導としての実施予定分として控除する。

(すでに控除分については式が入つている。)

●養育支援訪問事業

A欄 項
B欄

(対 象 今 家 庫

C欄
蒙 廃 訪 閤 装 ヽ

評価ポイント 申請ポイント

(1)支 援が必要な家庭に対して、次の①及び②の対応をいずれも実施
している市町村

①ケース対応会議の開催
②養育支援訪間事業のうち、以下に掲げる援助をいずれも実施

○育児・家事援助
○専門的相談支援

004 ポイント a00ポイント

(2)(1)以 外の市町村 003ポ イント ンポ一叩一
一

ポイント数計 」 0.001ポ イント

A欄 項 目
B欄

(家庭訪問延べ件数)

評価ポイント 申請ポイント

育児・家事援助 K 003 ポイント 0,001ポ イント

専門的相談支援 L 004ポ イント 0,00ポ イント

分娩に関わつた産科医療機関の助産師等による訪間支援 M 0.05 rli-(>F 010● ポイント

ポイント数計 olo01ポ イント
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●フアミリー・サポート・センタニ事業

●子育て短期支援事業 【ショートスティ・ トワイライトステ

※ 評価ポイントは100人 日単位の表示となっている。(「児童の送迎を実施」を除く。)

A欄 項 目 B欄 評価ポイント 申請ポイント

・基本事業 (会 員数 )

100人 相当～299人
::::11::111::::::::::::|:::11::::||

100ポイント 0001ポ イント

300人 ～599人 140 ポイント 000:ポイント

600人～999人 200ポイント 0:00'ポ イント

1.000人～ 1499人 R 400ポイント 01oOIポ ィント
1 500人～ 1 999人 S 600ポイント 0:00ポ イント

2000人 ～2999人 800 ポイント 000ポイント
3 000人 以上 U 1000ポイント 0.00 tK,t:/F

(支部の設置箇所数 )

10か 所以上
:|:::::::|:: 500ポ イント 0_00ポイント

10か所未満 か 所 50ポイント 0100ポ イント

複数預かりの実施 (兄 弟姉妹を除く。)
:|:11::|::::|:||::||:|||li:|:i11:: 50ポイント 000ポイント

病児・緊急対応強化事業 (病 児 病後児預かりの延利用件数)

～59件 90ポイント 0.00ポイント

60件～¬ 9件 Z :::|:::i::::|::::::|:: 120ポイント 000ポイント

120件 ～ 199件 輩 190 ポイント 000ポイント

200件 ～299件 :ヽ|二:“: 280ポ イント 0001ポ イント

300件 ん399件 380ポイント 000ポイント

400件～599件 520 ポイント 000ポイント

600件 以上 書:摯 720ポ イント 0.6oポィント

近隣市町村会員受入 織嶽1 50 ポイント 0100ポ イント

初年度体制整備 200 ポイント 0_oolポ ィント

・ひとり親家庭等のファミリー ‐サポート センター (病 児・病後児の預かり

等を含む)の 利用支援

利用支援 有 20ポイント 0_00ポ イント

ポイント数計 000ポイント

ショートステイ

トワイライトステイ

A欄 項 目 B欄 評価ポイント 申請ポイント

ショートステイ事業の実施    2歳 未満児‐慢性疾患児 0 人 日 430ポイント a001ポ イント

2歳 以上児 人 日 235 ポイント ●001ポイント

緊急一時保護 人 日 060ポイント 01001ポ イント

トワイライトステイ事業の実施          基本分 人 日 045ポ イント ■00ポイント

宿泊分 人 日 045ポ イント 0100'ボ イント

休 日デイサービス分 人 日 100 ポイント l o10oポイント

児童の送迎を実施 か所 030ポイント 0001ポ イント

ポイント数計 ●00ポイント
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●地域子育て支援拠点事業

●一時預かり事業

ひ ろば型

出張ひろば

センター型

経過措置

A欄 項 B欄 評価ポイント 申請ポイント

ひろば型 (基本分 )

3～ 4日 開所 か 所 178ポイント 0:001ポ ィント

3～ 4日 開所 (機能拡充あり) か所 239 ポイント a001ポイント

5日 開所 か所 218 ポイント 01001ポ イント

5日 開所 (機能拡充あり) か 所 365 ポイント 0100ポイント

6～ 7日 開所 か 所 258ポイント 0:00ポイント

6～ 7日 開所 (機能拡充あり) か 所 390ポイント 000ポイント

ひろば型(加算分)

出張ひろばの実施 AY か所 67ポイント 0_00ポイント

地域の子育て力を高める取組(1事 業実施 ) か所 22ポイント 0.00ポ イント

地域の子育て力を高める取組(2事 業実施 ) か 所 30 ポイント 0:00,ポ イント

地域の子育て力を高める取組(3事 業実施 ) か 所 37ポイント 0100ポイント

地域の子育て力を高める取組 (4事 業実施 ) か 所 45 ポイント 0.00 fi4rt-
・センター型

5日 開所 か所 370ポ イント 0_00ポイント

6～ 7日 開所 か 所 396 ポイント 000ポイント

経過措置 (基本分 ) か 所 129 ポイント 0:00ポイント

経過措置 (保健相談等加算分 ) か 所 68 ポイント 0001ポイント

・児童館型

基本分 か 所 84ポイント 0.00 rli.f>F

加算分 (地域の子育て力を高める取組 ) か 所 22ポイント 0001ポイント

ポイント数計 001ポイント

A欄 項
B欄

評価ポ イント 申請ポイント

保育所型 (年間延利用児童数 )

25人以上～ 300人未満 か 所 26 ポイント 01001ポ ィント

300人以上～ 900人 未満 か 所 79ポイント 000ポ イント

900人以上 ～ 1500人 未満 か 所 142 ポイント 01001ポ イント

1500人 以上 ～ 2100人 未満 か所 205ポ イント 0.00 r1r.l:/F

2100人 以上～ 2700人 未満 か 所 268ポイント 01001ポ ィント

2700人 以上～3300人未満 か 所 331 ポイント 01001ポ イント

3300人 以上 ～3900人未満 か所 394 ポイント ■●00ポイント

3900人 以上 か所 457 ポイント :000ポイント

地域 密着型 (年間延利用児童数 )

25人 以上～ 300人 未満 か 所 26 ポイント 1010o:ポィント

300人以上 ～ 900人未満 か 所 79ポイント 0100ポイント

900人以上～1500人 未満 か 所 142ポイント 10,00ポイント

1500人 以上-2100人未満 か 所 205ポ イント 0100ポイント

2100人 以上～2700人 未満 BW か 所 268 ポイント 0110ポイント

2700人 以上～ 3300人 未満 か 所 331ポ イント Q001ポイント

3300人 以上～ 3900人 未満 か 所 394 ポイント 0,00ポ イント

3900人 以 上 か 所 457ポイント 01oolポ ィント

・地域密着 Ⅱ型 (年間延利用児童数 )

25人以上～ 300人 未満 か 所 24ポイント 0.00 rr--trt

300人以上～ 900人 未満 か 所 71ポイント 0001ポイント

900人以上～ 1500人 未満 か 所 128 ポイント 0:00ポ イント

1500人以上 ～2100人 未満 184ポイント 000:ポイント

2100人 以上～2700人 未満 か 所 241 ポイント 0_00.ポ イント

2700人 以上～ 3300人 未満 か 所 298 ポイント o.00:ポ ィント

3300人 以上～ 3900人 未満 か 所 354 ポイント 000ポ イント

3900人 以上 か 所 411ポイント 0100ポイント

ポイント数計 Q00ポ イント
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〈評価 2〉

A欄 項 目 B欄 評価ポイント 申請ポイント

●へき地保育事業

l 実施か所数                     l cJ l二 |‐
‐
11‐ lJ       か所 200 ポイント a001ポイント

●家庭支援推進保育事業

実施か所数 CL か 所 190ポイント 01001ポ イント

●次世代育成支援人材春成事業
コーディネーターの養成

i::::::|::::::,:: 30ポイント O ooポ イント

スタッフの養成 30ポイント 000ポイント

●子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
(基 本事業 )

児童福祉司任用資格取得のための研修 (講習会)の 受講
(配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしていない場合)

人 04 ポイント 000ポイント

更に児童虐待への専 Fl性を向上させるための研修の受話
Q置 職員が児童福祉司の任用資格を満たしている場合)

人 04ポイント a00ポイント

ネットワーク関係機関の連携強化を図るための取組 150ポイント CVV 000ポイント

A欄 項 目 B欄 評価ポイント 申請ポイント

(付 加的事業 )

※付加的事業については、基本事業の実施が要件であること。

地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組 33ポイント o_oOポ イント

地域ネットワークと訪間事業との連携を図る取組
1 36ポイント 00oポイント

地域住民への周知を図る取組
|:::::::|:::|:11::|:::::::::::::| 32ポイント 0100ポ イント

ポイント数計 0_ooポ イント

●子育て支援ネットワーク事業

::11::111:::
135ポイント 0001ポイント

●子どもの事故予防強化事業

基本分 (児 童人 口2500人 未満 ) 群尋二繊彗 30 ポイント α∞ ‐ポイント

基本分 (児童人口2500人 以上 ～8500人未満 ) 50ポイント 0:00‐
‐
ポイント

‐基本分 (児 童人 口8.500人 以上 ) 80ポイント α∞|ポイント

加算分 事故予防検討会の開催 ) 奪:
10ポイント 0001ポイント

評価2合計ポィント     ー||lolポ イント

総合計ポイ: 0100ポイント
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● 予算措置状況確認表 (必須入力項 目)

実施する各事業の事業費、寄付金その他の収入額を記入してください。

交付対象事業の

総事業費

交付対象事業の

支出予定総額

(差 引額 A-8)

乳児家庭全戸訪問事業
(こ んにちは赤ちやん事業)

養育支援訪問事業

ファミリー・サポート・センター事業

子育て短期支援事業

地域子育て支援拠点事業

へき地保育事業

家庭支援推進保育事業

次世代育成支援人材養成事業

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

子育て支援ネットワーク事業

子どもの事故予防強化事業

(単位 :千 円 )

※必須入

※必須入

● 平成22年度の次世代育成支援対策交付金の申請 ‐実績の状況を記入してください。(必須入力項 目)

※①及び②摘の総合計ポイントは〈評価1)～〈評価2)までの合計のポイントを記入してください。

平成22年 度の様式で算出された、「総合計ポイント」欄のポイントをそのまま記入してください。

※③欄は平成22年度の交付決定通知書の交付額を記入してください。

※平成22年度に次世代育成支援対策交付金の交付を受けていない市町村は「0」 を入力してください。空欄ではエラーになります。

● 最後に平成23年度事前協議時の状況を記入してください。(必須入力項目)

※④欄は平成23年度の事前協議時のく評価1〉 ～(評価3〉までの総合計ポイントを記入してください。

平成23年 度の事前協議の様式で算出された、「総合計ポイント」欄のポイントをそのまま記入してください。

※⑤欄は内示書に記載されている金額を記入してください。

※⑥欄は平成23年度に申請する交付申請額を記入してください。

平成22年度実績ベース
総合計ポイント

平成22年度交付申請時
総合計ポイント

平成22年度交付決定額
(単位 :円 )

平成23年度事前協議時
総合計ポイント

平成23年度内示額
(単位 :円 )

平成23年度交付申請額
(単位 :円 )
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男1:表 8

1.特定事業

平成23年嵐●L代育成支援対策推進事業事業計画書 0

(1)乳児家庭全戸訪間事業 (こんにちは赤ちゃん事業)

ｌ
一
“
‥

(注 1)「家庭訪間対象全家庭数」(a)は 、当該年度の出生児数などから、平成23年度の1年間における全戸訪問事業の対象となり得るすべての家庭数を計上すること。
(注 2)「乳児家庭全戸訪間事業による家庭訪間数」(b)に は、平成23年度の1年間における家庭訪間数を計上すること。
(注 3)「 訪間者実人数」は、本事業の訪間を実施する人数を計上すること。

(注4)以下の00の 1つでも該当しない場合は対象とならないので計上しないよう注意することハ

①研修を実施する。
②実施計画を策定する。

市町村名 事業開始年月日 実施方法 (直営・委託の別 )

平成   年   月 日 直 営 ・ 委 託 |―

―

委託の場合は委託先

乳児のいる全ての家庭を訪間するための実施計画 (平 成 23年度計画) 訪間者実人数

家庭訪間対象全家庭数(a)

保健師、
助産師、
看護師

保育土
母子保健推進員、

愛育班員、
民生 (児 童)委員

子育て経験者 その他 合計

手L児家庭全戸訪間事

(件 )

|

|

(b/a)(%)

#DIV/Ol

(件 ) (c/a)(%

#DI∨ /0!

(人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 )

0

以下の(1)～ (3)について、該当する太枠内に○を選択

(1)研修

1実
施有り

※研修を実施しない場合は本事業の対象とならない
^

(2)ケース対応会議 (3)養育支援訪間事業のうち、育児・家事援助と専門的相談支援をいずれも実施

有 り

施無し



別表8

(2)養育支援訪間事業

平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

‥
一
Ｎ
Ｉ

づく訪間支援の対象となつた場合は、重複してカウントすること。

(注2)D～ Fについては、訪問支援の延件数を計上すること。

(注3)G～ Kについては、訪間支援を実施する人数を常勤換算せずに計上すること。                      
‐

(注4)Kについては、分娩に関わつた産科医療機関の助産師等 (保健師、助産師、看護師、医療ソーシャルワーカー等)が行う訪間支援を計上すること。
(注 5)「 中核機関」とは、情報の収集やそれに基づき訪間対象者及び支援内容の決定等を行うための中核となる機関のことをいう。
(注6)以下の①②のうち可つでも実施しない場合は対象とならないので計上しないよう注意すること。

①情報の収集、一定の指標に基づく訪間対象者の決定、支援計画の策定等を行うための中核機関を定めている。

②研修を実施する。

市町村名

〔委託の場合は委託先〕

訪間実家庭数 訪間延件数

育児口家事
援助

A

専門的
相談支援

B

分娩に関わつた産
科医療機関の助
産師等が行う訪間

支援
C

合計
育児・家事

援助

D

専門的
相談支援

E

分娩に関わつた産
科医療機関の助
産師等が行う訪間

支援
F

合計

〕

(か所 ) (か所 ) (か所 ) (か所 )

0

(4牛 ) ({牛 ) (4牛 ) (4牛 )

0

訪問支援者実人数 以下の(1)(2)について該当する大枠内に○を選択

育児・家事
援助

専門的相談支援
分娩に関わつた産科医
療機関の助産師等が

行う訪問支援

合計

(1)中 核機関 指定有り

ヘルパー、子
育てOB等 保育士等

保健師、助産
師、看護師等

理学療法士、
心理療法士等

産科医療機関の
助産師等 (2)研修 実施有り

※中核機関を定めない場合、及び、研修を実施しない場
(人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 )

0 合は本事業の対象とならない。

¬)A～ Cについては、訪間の対 象と判断された家庭数を記入する。なお、訪間支援を実施 した後の評価 により、一般子 育て支援サービスを紹介することで るゼ判断された後、再び本事 業 |



別 表 8

(3)フ ァミリー・サポー ト・センタ」瑾暦123「
辱
次世代育成支援対策推進事業事業計

軍
書

0

○ファミリー・サポー ト・センターの概要

3 ひとり親家庭等のファミリー・サポート・センター (病児・病後児の預かり等を含む。)の利用支援

(1)援 助を行いたい会員を優先 して調整 (3)ひ とり親家庭等の受入れに対する援助を行いたい会員への助成

(2)早朝、夜間、宿泊、休 日の受入れなどに柔軟に対応

‥
ヽ
ω
ｌ

1 基本事 業 と病児 緊急対応強化事 業 (本 株式では、
と病児事業の合計数 を記載す ること。

病児事業」 とい う。 )の両事業を実施す る場合 は、 2のセ ンター開設時間は、基本事 業について、職員配置 と会員数につ いては、基本事業

2 病児事 業 を実施す る事務所等は、 3の支部数には含 まない。
3 ※ 1 事業の全部 を合同によ り実施 し代表す る 1市 町村が 申請 を行 う場合、合同実施市町村 を記載す ること。
4 ※ 2 依頼の受付・調整 を行 う 1日 当た りの時間数 と時間帯 を記載す ること。
5 ※ 3 今年度か ら病児事 業 を実施する場合。
6 ※ 4 提供会 員 と依頼会 員の間で合意 があ り、かつ、ア ドバィザーが調整 を行 う際に安全な預か りの実施 に留意す るな どの取組が ある場合。
7基本事業(①～③の1つ でも該当しない場合は対象とならないので計上しないよう注意すること。)

①会員の募集、登録その他の会員組織業務
②相互援助活動の調整等
③会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催

8 病児事業 (①～⑤の 1つ でも該当しない場合は対象とならないので計上しないよう注意すること。)

①会員の募集、登録その他の会員組織業務
②相互援助活動の調整等
③会員に対して病児・病後児の預かり等の相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催
④医療機関との連携体制の整備 (医 療アドバイザー・協力医療機関の選定等)

⑤依頼受付時間 (3時間超) 1日 8時間を超えて依頼の受け付けを行い、相互援助活動の調整ができる体制をとること。

1 運営方法 2 センター開設時間
(本部 )

3 支部数
4 職員配置 5 会員数 (本年度末) 6 合同実施市町村 ※ 1

(1)基本事業1  直営 ・ 委託 .補助
“

)殷 銀
|は )廊 会員

|“
)磁 類 l① 哀討+③

基

本

事

業(委託 補助先 ) (      時間 ) (か所 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 )

0

(2)病児事業  直営 ・ 委託 .補助 病

児
事

業(委託 補助先 )

○事業内容 (該当する欄にOを記入 )

2 病児・緊急対応強化事業

センター業務 センター等の業務

会員の募集、登録その他の会員組織業務

(2)相互援助活動の調整等

(3)会 員に対 して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催

(1)会 員の募集、登録その他の会員組織業務

(2)相互援助活動の調整等

(3)会 員に対 して病児・病後児の預か り等の相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催

(4)医療機関との連携体制の整備 (医 療ア ドバイザー・協力医療機関の選定等)

(5)依頼受付時間 (  時間)【   :  ～  :  】 ※2

(6)近隣市町村会員の受け入れ

(7)初 年度体制整備 ※ 3

(1)保育施設の保育開始時や保育終了後の子どもの預かり

(2)保育施設までの送迎

(3)放 課後児童クラブ終了後の子 どもの預か り

(4)学校の放課後の子どもの預か り

(5)冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり

(6)買 い物等外出の際の子どもの預かり

(7)複 数預かりの実施 (兄 弟姉妹を除く)※ 4

○利用件数 (見込)                 件

(2)宿 泊を伴 う預か り

(3)そ の他 (早朝・夜間等の緊急時の預かりなど)

(4)上記に伴う保育施設、病児・病後児保育施設、自宅等の間の送迎

(1)病 児・病後児の預か り



別 表 8

(4)子育て短期支援事業

平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

育て短 業担当者

利用予定児童数 (人 日)

2歳未満児

保育士・里親等の

登録人数

イ

―
一
ヽ
―

(注 1)「施設種別」欄には、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、里親、保育士等を記載すること。

(注 2)市町村が事業を委託する場合には、「施設名」欄に施設名を記載するとともに施設名の下段に委託先の名称(例 :社会福祉法人○○会)を記載すること。

(注 3)「所在地」欄には、施設の住所を記載すること。

(注 4)里親や保育士等が実施施設から委託を受けて事業を実施する場合は、「施設種別」欄には「里親」や「保育士」等と記入するとともに、「施設名」、「所在地」欄には委託元の実施施設名等を記入すること。

(注 2)市町村が事業を委託する場合には、「施設名」欄に施設名を記載するとともに施設名の下段に委託先の名称 (例 :社会福祉法人○○会)を記載すること。

(注 3)「 所在地」欄には、施設の住所を記載すること。

(注 4)里親や保育士等が実施施設から委託を受けて事業を実施する場合は、「施設種別」欄には「里親」や「保育士」等と記入するとともに、「施設名」、「所在地」欄には委託元の実施施設名等を記入すること。
(注 5)「利用予定児童数」は¬人日単位で入力すること。

児童の送迎の実施

利用予定児童数(人 日)

施 設 名
〔委託先〕 基本分  1  宿泊分

休日預かり

保育士・里親等の

登録人数

人

登録者の資格内訳

保育士   人

里親    人

その他    人

(注 1)「 施設種別」欄には、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、里親、保育士等を記載すること。



別表 8

(5)地域子育て支援拠点事業

守
3年度次世代育成支援対策推進事業事業計画

]D

‥
一
〇
１ (注 1)「実施場所」欄は、公共施設、保育所、児童館、空き店舗、ビル アパート マンション、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

(注 2)「 開設時 F・n」欄には、開設 日によつて開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を選択すること。

(注 3)「機能拡充型にかかる取組内容」欄には、平成23年 ●月●日雇児発第●●号通知「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」(別添4)1の (5)②工の(ア)～ (工 )のうち該当する記号を選択すること。

(注 4)「地域の子育て力を高める取組内容」欄には、平成20年 11月 28日 雇児発第1128003号 通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」1の (5)②オの(ア )～ (■ )の うち該当する記号をすべて選択すること。

②センター型

名称 実施場所

直営・委託
・補助の別

驀lt■甫助の場合

よ下段のに委託
哺助先を選択

年間事 業 月数

(月 )

開設日数
(週 あたり)

(日 )

開設時間
(1日 あたり)

(時間)

専任 職 員

の配 置

(人 )

開設 年 月 日

(年 月日)

(住 所)

(住 所 )

(住 所 )

(注 1)「実施場所」欄は、公共施設、保育所、認定こども園、児童館、空き店舗、ビル・アパートマンシヨン、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること,

(注 2)「開設時間」欄には、開設日によって開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を選択すること。

出張ひろばを実施の場合に記載直営・委 託

補 助 の別

託 ネ甫助の場
は下段のに委
補助先を選

開設時間
(1日 あたり)

(時間)

機能拡充型
にかかる取組

内容

地域の子育て力を
高める取組内容

年間事業月

専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。



男1:表 8 平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

(5)地域子育て支援拠点事業[続き]

③センター型 ・経過措置(小規模型指定施設)

名称 実施場所

直営・委託
・補助の別

年間事業月数

(月 )

開設日数
(週あたり)

(日 )

開設時間
(1日 あたり)

(時間 )

専任職員
の配置

(人 )

事業内容 保健相談
(週 3回程度実

施 )

の有無

開設年月日
(平 成19年 3月 31日 以前で
なければ対象ルなちない)

委託・補助の場
合は下段のに委
託・ネ甫助先を選択

(年月 日)

(住所 )

(住所 )

―
ヽ
０
‥

(注 1)「実施場所」1闘 |よ 公共施設、保育所、認定こども園、児童館、空き店舗、ビル・アパート・マンション、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

(注 2)「 開設年月日」欄に開設年月日を記入すること(平成19年 4月 1日 以降の新規開設は認められない)。

(注 3)「 開設時間」オ間には、開設日によつて開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を記入すること。

(注 4)「 事業内容」オ間には、平成23年●月●日雇児発第●●号通知「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」別添4の ¬の(5)③オ(イ )dの (a)～ (c)のうち該当する記号を選択すること。

(注 5)「 保健相談(週 3回程度実施)の有無」1間 には、平成23年 ●月●日雇児発第●●号通知「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」別添4の 1の (5)③オ(ウ )に基づく保健相談業務

の週3日程度実施の有無を選択すること。

専任職員
の配置

地域の子育て力
を高める取組の
実施の有無

年間事業月数

(注¬)「 開設時間」欄には、開設日によつて開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を記入すること。



別表 8

(6)一 時預かり事業

①保育所型

●  
平成23年度次世

,育
成支援対策推進事業事業計画書

●

‥
ヽ
劇
ｌ

(注 1)平 成22年度において事業を実施した場合は、「平成22年度年間延利用児童数(実績)」 欄に平成22年度の実績人数を記入すること。

②地域密着型

(注 1)「 実施場所」欄は、地域子育て支援拠点(ひ ろば型)、 地域子育て支援拠点(センター型)、 地域子育て支援拠点(経過措置)、 地域子育て支援拠点 (児 童館型)、 公共施設、認定こども園 (幼稚園型)、 認定こども園(地方裁量型)、 児童館、
空き店舗、ビル・アパート・マンション、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

(注2)委託・補助で実施する場合は、「委託・補助先」欄に、NPO、 社会福祉法人、株式会社、その他から該当するものを選択すること。

(注 3)平成22年度において事業を実施した場合は、「平成22年度年間延利用児童数 (実 績)」 欄に平成22年度の実績人数を記入すること。

(注 1)「実施場所」欄は、地域子育て支援拠点(ひ ろば型)、 地域子育て支援拠点 (セ ンター型)、 地域子育て支援拠点 (経過措置)、 地域子育て支援拠点(児 童館型)、 公共施設、保育所、認定こども園 (幼 保連携型)、 認定こども園(幼 稚園型)、

認定こども国(保 育所型)、 認定こども園 (地方裁量型)、 児童館、空き店舗、ビル・アパート・マンシヨン、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

(注 2)委託・補助で実施する場合は、「委託・補助先」欄に、NPO、 社会福祉法人、株式会社、その他から該当するものを選択すること。

(注3)平成22年度において事業を実施した場合は、「平成22年度年間延利用児童数〈実績)」 襴に平成22年度の実績人数を記入すること。

保育所名 実施場所
運営主体

[公又は私 ]

平成22年度
年間延利用児童数 (実績)

※22年 度実施した場合のみ記入

平成23年度
年間延利用児童数 (見込)

開所日数
(年 間)

開設時間
(1日 あたり)

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

日

日

日

日

日

日

日

日

日

間

一
間

一
間

一

時

一
時

一
時

一
時間

時間

時間

時間

時間

時間

合 計 0か所
公 所

私  0か所
0 人 0 人 0日 000時 間

名称 実施場所
委託・補助先

(委 託・補助の場合)

運営主体
[公又は私]

平成22年 度
年間延利用児童数 (実績)

※22年 度実施した場合のみ記入

平成23年度
年間延利用児童数 (見込)

開所日数
〈年間)

開設時間
(¬ 日あたり)

公・私

公・私

公・私

公・私

人

人

人

人

人

一
人

一
人

一
人

日

日

日

日

時間

間

一
間

一
間

時

一
時

一
時

合 計 0か F~JI

公 0か所

私  0か所
0 人 0 人 0日 000時 間

密着 I型

名称 実施場所
委託・補助先

〈委託・補助の場合 )

運営主体
[公又は私]

平成22年度
年間延利用児童数 (実績)

※22年 度実施した場合のみ記入

平成23年度
年間延利用児童数 (見込)

開所日数
(年 間)

開設時間
(1日 あたり)

公・私

公・私

公・私

人

人

人

人

一
人

一
人

日

一
日

一
日

時間

時間

時間

合 計 か 所
公  0か所

私  0か所
0 人 0 人 0日 000時 間



別 表 8 平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

2.その他の事業

(1)へき地保育

保育所名

〔委託の場合には委託先〕

年間
事業月数

定 員
設置
場所

¬日あたり
平均入所児童数

職員数

備考
平成

21年度
実績

平成
22年度
実績

平成
23年度
見込み

保育士

A

その他

B

計
(A+B)

C

1

(月 ) (人 ) (人 (人 (人 (人 ) (人 (人 )

0委託先
[ ]

2 0
委託先

[ ]

ι
二
∞
―

委託先
[ ]

0

4 0
委託先

[ ]

5 0
委託先

合計 (0)か所 0人 0人 0人 0人 0人 0人

<記入上 の注意 >
1「委託先」欄は、「〇〇法人○○会」のように、委託先団体等の名称を記入すること。

2「設置場所」欄は、平成23年●月●日雇児発第●●号通知「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」(別添4)の 2の (1)②ウ(イ )の a～ dのうち該当する

記号を選択すること。

3・「1日 あたり平均入所児童数」欄は、平成21年度実績・平成22年度実績・平成23年度見込みのいずれかが10人 以上であるか確認すること。

4・「職員数」欄は、Aが 1以上、Cが 2以上となつているか確認すること。



男」:表 8 革助23年度次世代育成支援対策推進事業事業計£

(2)家庭支援推進保育事業

設置主体

〔公又は私〕 保育所名
直営・委託
・補助の別

委託又は補助先

(委託又は補助の場合のみ記入)

対象児童
入所率

カロ酉己
保育士数

年間
事業月数

備考

1 公 ・ 私

(% (人 | (月 )

2 公 ・ 私

3 公 ・ 私

４

い

０

１ 公 ・ 私

5 公 ・ 私

6 公 ・ 私

合計
公  0

0人 0月
私  0

<記入上の注意 >
1 保育所ごとに記載のこと。

2.設置主体 [公又は私]欄は、いずれかを選択すること。

3直 営・委託・補助別の欄は、いずれかを選択すること。

4.委託又は補助先の欄は、「○○法人○○会」のように、委託先団体等の名称を記入すること。直営の場合は記載不要。

5,「対象児童入所率」欄は、当該保育所毎に本事業の対象児童数を入所児童数の総数で除した数字を小数点以下第 1位まで記載すること。(必ず40%以上 )

6.「加配保育士数」欄は、本事業の要件である最低基準及びその他の補助金の配置基準に規定する保育士の他に加配した保育士数を記載すること。(必ず 1人以上 )



月1:表 8

(3)次世代育成支援人材養成事業

平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

都道府県名 :

市町村名 :

―
輌
Ｏ
Ｉ

①コーディネ∵ター養成研修

実施の有無
※実施する場合○を選択

実施時期 研修時間数 (時間 ) 養成人数 (人 ) 配置先

月  日 ～  月  日

②スタッフ養成研修

実施の有無
※実施する場合○を選択

実施時期 研修時間数 (時間 ) 養成人数 (人 ) 配置先

月  日 ～  月  日

●



q窮
に23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

・
男」:表 8

(4)子 どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

① 要保護児童対策調整機関の職員配置状況

② 基本事業

③ 付加的事業(基本事業の実施が要件)

(注 1)A欄の「有」「無」いずれかを選択すること。
(注 2)基本事業(②)は、調整機関に職員を配置(①)していなければ対象にならないこと。
(注 3)付加的事業(③)は、基本事業(②)の実施が要件であること。

市町村名

ｒ
い
一
Ｉ

2 ¬

児童福祉司の任用
資格を有する者

人

左記以外

人

合   計

0

4 ¬

児童福祉司の任用
資格を有する者

左記以外 合   計

0

ア 調整機関職員の専門性強化
A

実施の有無

B

研修人数 (人 )

C

研修の名称、実施機関

∽児
需翻彗黒貴翼是当お解輩暫蔦itFT場創

(ィ )更
li』

暑編菖ぶ月2濯壮彗雰在趙 箸いる場合)

1名 称 )

i実 施機関 )

1名 称 )

1実施機関 )

イ 地域ネットワーク構成員の連携強化

A

実施の有無

B

取 組 内 容

:地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組

ィ 1地域ネットワークと訪間事業との連携を図る取組

ウ :地域住民への周知を図る取組



平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書男J:表 8

(5)子育て支援ネットワーク事業

①情報配信領域

ｌ
ｕ
Ｎ
Ｉ

配信する情報の内容 連携口協力機関等

②情報共有領域

共有する情報の内容 連携口協力機関等

③個人情報領域

名称 連携口協力機関等

(注 )「連携・協力機関等」欄には、保育所、学校、企業、保健所等を記載すること。



男1:表 8

(6)子どもの事故予防強化事業

平o3年 度次
ギ

代育成

=援
対策推進事業事業計

ЧF

―
輌
ω
ｌ

配置する事業実施担当者※ 1 取組 内容※2

※1「母子保健推進員」、「愛育班員」等記載
※2単 にバンフレット等を配布等するだけの取組については評価の対象としない。説明する場所(1歳 6ヶ月健診の会場等 )、 回数や人数等も記載する。

②加算分(事故予防検討会の開催)※ 3

検討会の構成員※4 検討内容※5

※3②のみを実施する場合は言価の対象としない
「母子保健推進員」、「愛育班員」、「医師」、「保健師」、「保育士」等を記載
検討内容の他、検討回数等も記載

４

５

※

※

①基本分(事業実施担当者の配置等)



別表9

①新規事業

平成  年度地方独自の子育て支援推進事業計画書 市区町村名

(単位 :千 円 )

新規事業内容
対象経費の支

出予定額
寄付金その他

の収入額

②既存事業の拡充分

事 業 名 既存事業内容 拡充内容

22年度対象経

費の実支出額

A

23年度対象経費

の支出予定額

B

対象経費の支出

予定額 (拡 充分 )

(B―A)=C

Cの支出に

係る寄付金

その他の収
ス 麦百

0

0

0

計ノJヽ 0 0 0 0



●
③平成22年度において次世代育成支援交付金の交付を受けていた事業

ｌ
ｕ
い
― ※児童の範囲

児童人口  1平 成23年 4月 1日 現在の各市町村における児童人口 児童人 口   0人
(0歳 ～15歳の児童数。 ただし、平成8年 4月 1日 以前に生まれた児童を除く。)

(記載上の注意点)

※ ③については、事前協議書の提出時に添付していただく市町村行動計画には、取組が記載されている
箇所にマーカーを引いて提出願います。

※ 入力が必要な箇所は色づけしています。

対象経費の支出
予定額

(① +②+③ )

寄付金その他
の収入額

(① +②+③ )

0 0

事 業 名 事業内容
対象経費の支

出予定額

寄付金その他
の収入額

ノlヽ 計 0 0



(1)民間児童館活動事業費

指定都市・中核市名 運 営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名

１
０
０
‥

別表10
平成 年度子育て支援環境整備事業計画書

(注 )実施事業欄に次のとおり記入のこと。
① 事業数欄 :実施する予定の事業数を記入すること
② 選択事業欄 :下記の「略号」を記入すること

自然体験活動事業→ア、 子どもボランティア育成支援事業→イ、 児童健全育成相談支援事業→ウ、 年長児童等来館促進事業→エ

(注)実施事業欄に次のとおり記入のこと。
① 事業数欄 :実施する予定の事業数を記入すること

指定都市・中核市名 運 営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名

②
鼈 ξ勤菫璽贄ワl略早離 3季

準 成支援事業→イ、 児童健全育成相談支援事業|レ 、 年長児童等来館促進事業→エ



●

翰

‥
い
劇
―

(1)民間児童館活動事業費 (社会福祉法人

(注)実施事業欄に次のとおり記入のこと。
① 事業数欄 :実施する予定の事業数を記入すること
② 選択事業欄 :下記の「略号」を記入すること

自然体験活動事業→ア、 子どもボランティア育成支援事業→イ、 児童健全育成相談支援事業→ウ、 年長児童等来館促進事業→エ

(注)実施事業欄に次のとおり記入のこと。
① 事業数欄 :実施する予定の事業数を記入すること
② 選択事業欄 :下記の「略号」を記入すること

自然体験活動事業→ア、 子どもボランティア育成支援事業→イ、 児童健全育成相談支援事業→ウ、 年長児童等来館促進事業→エ

児 童 厚 生 施 設 名市  町  村  名 設 置 主 体 運 営 主 体

ア  事業
イ  事業
ウ  事業

市 町 村 名 設 置 主 体 運 営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名



(2)児童福祉施設併設型民間児童館事業費

ｌ
一
∞
―

指定都市 口中核市名 運 営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名



―
い
０
‥

b施設の概要

(5) 健 全

事   業 実施の右無

子育て支援

異年齢児との交流

引きこもり・不登校等児童に対する支援
思春期児童の養育の支援

その他の事業

(,主 )1
2

(3)の 開設時間数欄には、1日 の平均開設時間数を記入すること。
(4)、 (5)の実施の有無欄には、実施する事業に○印を記入すること。

(1) の

名   称 施 設 種 別

児童福祉施設で行う事業 (実施する事業に○印 )

備   考延長保育等

磐 和1保 書事業

児童家庭支

援センター

シヨート

ステイ

トワイライト

ステイ

その他 の

事 業

2

名  称

職 員 の 配 置

備   考社会福祉士 保育士 児童の遊び

葬増 連 す ふ者

児童指導員

人 人 人 ス

成

放課後児童クラブの名称

間

設

獅

年

開

日

開設時間数

児 里 数

備   考4\+1
～ 3生牛

小学4
～6生4 そ の 他

計

日 時 借

4 業

事   業 実施の有無

相談事業

啓発活動・福祉サービス利用の調整等

活動の支援等 _
関係機関等への連絡・協力

地域行事との連携



―
の
Ｏ
ｉ

(3)地域子育て環境づくり支援事業

事 業 実 施 内 容 備  考

(4)地域組織活動育成事業費

実 施 市 名 地 域 組 織 名 会 員 数
活動の拠点となる児童厚生施設
ま た は 公 共 施 設 名

備 考

人

合  計 か 所

●



別紙様 式第 2

番       号

平 成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

市 町 村 長

特 別 区 区 長

平成  年度 子育 て支援 交付金 の交付 申請 につ いて

●     
標 記 につ い て 、 次 に よ り国 庫 交 付 金 を 交 付 され る よ う関係 書 類 を添 え て 申請 す る。

1 国庫交付金 交付 申請 額    金

2 平成  年度 子 育 て支援 交付金所 要額 総括 表 (別 表 1)

3 平成 年 度 次世代 育成 支援対策推進 事業所 要額 内訳 表 (別 表 3)

4 平成  年度 地方独 自の子 育て支援推 進事 業所要額 内訳 表 (別 表 4)

5 平成  年度 次世代 育成 支援対策推進 事業 の事業 内容及 び

取組 内容等調 書 (別 表 7)

6 平成  年度 次世代 育成 支援 対策推進 事業計 画書 (別 表 8)

7 平成  年度 地方独 自の子 育て支援推 進 事業計画 書 (別 表 9)

8 添付 書類

(1)当 該 年度 の歳入 歳 出予算 (見 込 )書 抄本 (当 該補 助 事業 の支 出予算額 を備 考

欄 に明記す るこ と。 )

(2)そ の他参 考 とな る資料

※それ ぞれ の事 業 にお いて、市町 村 が定 め る利用料 の設 定 があ る場合 は、そ の

基準額 がわか る資料 を添付す るこ と。

円
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別表 1

平 成 年度子育て支援交付金所要額総括表

１
０
Ｎ
Ｉ

区 分 国 庫 補 助 基 本 額
今回申請国庫補助所要

額
厚生労働大臣が認めた額 要 国 庫 補 助 額 備 考

千 円 千 円 千 円 千 円

(1)国と自治体が一体的に取組待機児童解消
「先取り」プロジェクト事業

別表2-¬ もしくは別表¬1-¬

男1表 2-2もしくは男J表 1¬ -2

(2)次世代育成支援対策推進事業

(3)地方独自の子育て支援推進事業

(4)子育て支援環境整備事業

別表5-1もしくは別表 ¬2-¬

男」表5-2も しくは男1表 12-2

別表¬2-3

計

● ●



別 表 3

平成 年度次世代育成支援対策推進事業所要額内訳書

‥
Ｏ
ω
ト (注)1.クリーム色に色づけされたセルのみ記入する。それ以外のセルは式により自動計算される。

2.利用者から徴収した実費相当額等をB欄に記入すること。
3.D欄は、Cの額に2分の1を乗じて得た額が自動入力される。

4.E欄は内示額を記入すること。

5.F欄は、D欄の額とE欄の額とを比較していずれか少ない方の額が自動入力される。

都道府県名 (上段 )

市区町村名 (下段 )

対象経費の支出予定
額

A

寄付金その他の

収入額

B

国庫補助基本額
(差引額 :A― B)

C

今回申請国庫補助
所要額

D

厚生労働大臣が
認めた額

E

国庫補助
所要額

F

円 円 円 円 円 円

a 0 0 0



別 表 4

平成   年度地方独自の子育て支援推進事業所要額内訳書

―
の
ヽ
‥

(注)1.クリーム色に色づけされたセルのみ記入する。それ以外のセルは式により自動計算される。

2.利用者から徴収した実費相当額等をB欄に記入すること。

3.D欄は、Cの額に2分の1を乗じて得た額が自動入力される。

4.E欄は内示額を記入すること。

5.F欄は、D欄の額とE欄の額とを比較していずれか少ない方の額が自動入力される。

都道府県名 (上段 )

市区町村名 (下段 )

対象経費の支出予定
額

A

寄付金その他の

収入額

B

国庫補助基本額
(差引額 :A― B)

C

今回申請国庫補助
所要額

D

厚生労働大臣が

認めた額

E

国庫補助
所要額

F

円 円 円 円 円 円

0 0 Ｕ^



別表7
平成23年度次世代育成支援対策推進事業の事業内容及び取組内容等調書

市 町 村 コード

都 道 府 県 名

市 区 町 村 名

IB当部署 (課室・係 ) A

職 名 B

担当者氏名 C

電話番号 (直 通又は代表 (内 線)) D

メ=ルアドレス E

(記入上の注意事項)

※ 太線枠の欄 (ク リーム色に色づけされているセル)に記入し、それ以外の欄には記入しないこと。

※ 男J表 3の記載内容に応じてA欄には「○」、B欄及びC欄には数字が自動的に表示される。平成23年度実施事業について別表3に記載している

にもかかわらず別表2の A欄に「○」、B欄及びC欄に数字が表示されない場合は、別表3の記載に不備があることが原因と考えられるため、別表3

の記載内容に誤り・不足等無いか確認すること。

※ 地域子育て支援拠点事業、へき地保育事業及び家庭支援推進保育事業については、事業開始が年度途中となる等により事業実施月数が

12ヶ月に満たない場合は、以下とおり実施月数に応じてか所数が算出される。
11～ 8ヶ月:075か所、7～ 4ヶ月:05か所、3ヶ月～:025か所

※ BIFniの 網掛けされているところは、A欄が○の場合、便宜上、数字の1が表示される。

く評価 1〉

●手L児家庭全戸訪問事業 (こんにちは赤ちゃん事業)

※「全戸訪問事業の対象となる全家庭数 X20%」 は、地方交付税で既に実施されている新生児訪間指導としての実施予定分として1空除する。

(す でに控除分については式が入つている。)

●養育支援訪問事業

A欄 項 目
B欄 C欄

(家庭訪問数)

評価ポイント 申請ポイント

(1)支 援が必要な家庭に対して、次の①及び②の対応をいずれも実施
している市町村                       ~

①ケース対応会議の開催

②養育支援訪間事業のうち、以下に掲げる援助をいずれも実施
〇育児・家事援助
〇専門的相談支援

G 004ポイント 0_00ポイント

(2)(1)以 外の市町村 003ポ イント 0100ポイント

ポイント数計 0,001ポ イント

A欄 項 目
8欄

(家庭訪問延べ件数)

評価ポイント 申請ポイント

育児・家事援助 O o3ポイント 0.00ポイント

専門的相談支援 L o o4ポ イント 0001ポイント

分娩に関わつた産科医療機関の助産師等による訪問支援 M 005ポイント 000ポイント

ポイント数計 0.00ポイント
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●ファミリー・サポート・センター事業

●子育て短期支援事業 【ショートスティ・トワイライトスティ

※ 評価ポイントは100人 日単位の表示となっている。(「児童の送迎を実施」を除く。)

ショートステイ

トワイライトステイ

A欄 項 目 B欄 評価ポイント 申請ポイント

・基本事業 (会 員数 )

100人相 当～299人 0 100ポイント 0,001ポイント

300人 ～ 599人 P 140ポイント 01001ポイント

600人～ 999人 Q
::::::::i:::::::::ii:1:::|:

200ポイント 0100ポ イント

1 0oO人 ～ 1.499人 R I 400ポ イント 0001ポ イント

1 500人 ～ 1999人 S 600ポ イント 0.00ポ イント

2 000メ 、～2 999フに
|:::|:::::i::i:::::::

800ポイント 0.00ポ イント

3 000人 以上 U 1000ポイント 000ポイント

(支部 の設置 箇所数 )

10か 所以上 V 500ポ イント Q00ポイント

10か 所未満 か 所 50ポイント 0.00ポ イント

複数預かりの実施 (兄 弟姉妹を除く。) X 50ポイント 0100ポ イント

・病児 緊急対応強化事業 (病 児・病後児預かりの延利用件数 )

～ 59件 90 ポイント 000'ポ イント

60件 ～ 119件 Z 120 ポイント 000ポイント

120件 ～199件 190 ポイント o-oa,t4>t-
200件～ 299件 :::::::::::1111::| 280ポイント 0100ポ イント

3oo{+-3es1+ 380ポイント 000ポイント

4oo+f- see{+ ::::::::|:::::::i:i::|
520ポイント 000:ポ イント

600件以上
::::|:::::::11

720ポイント 0_00ポ イント

近隣市町村会員受入 |:|::::::::::::11:111: 50 ポイント 0_001ポ イント

初年度体制整備 ::::::::|::::| 200ポイント 0,00ポ イント

・ひとり親家庭等のフアミリー‐サポート・センター (病 児・病後児の預かり

等を含む)の 利用支援

利用支援 有 :蒲 :| 20 ポイント 0001ポ イント

ポイント数計 AI 0001ポ イント

A欄 項 B欄 評価ポイント 申請ポイント

ショートステイ事業の実施     2歳 未満児・慢性疾患児 人 日 430ポイント 000:ポ イント

2歳以上児 人 日 235ポ イント ■001ポイント

緊急一時保護 人 日 060ポ イント 0001ポ イント

トワイライトステイ事業の実施          基本分 ノk日 045ポ イント 0、00ポイント

宿泊分 人 日 045 ポイント 0100,ポイント

休 日デイサービス分 人 日 100 ポイント a101ポイント

児童 の送迎を実施 か 所 030ポイント |‐ 0:00ポ ィント

ポイント数計 0'0● ポイント
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●

‐

●地域子育て支援拠点事業

●一時預かり事業

ひろば型

出張ひろば

センター型

経過措置

101

01

0

101

GX卜 |11‐ ‐|‐ d  ム、詳
`合

]ヽ  児 童 館 型 GW 0

A欄 項 目 B欄 評価ポイント 申請ポイント

・ひろば型 (基本分 )

3～ 4日 開所 か 所 178ポイント 0,00ポ イント

3～ 4日 開所 (機能拡充あり) AT か所 239ポイント 000ポイント

5日 開所 か 所 218ポイント 0001ポイント

5日 開所 (機能拡充あり) か 所 365ポイント o.oolポ ィント

6～ 7日 開所 か所 258ポイント 000ポイント

6～ 7日 開所 (機能拡充あり) か所 390 ポイント 0_00ポイント

・ひろば型 (加 算分 )

出張ひろばの実施 か所 67ポイント 000ポイント

地域の子育て力を高める取組(1事 業実施 ) か所 22ポイント 000ポイント

地域の子育て力を高める取組(2事 業実施 ) か所 30 ポイント 0_00ポイント

地域の子育て力を高める取組(3事 業実施 ) か 所 37ポイント 0_00.#-1, F

地域の子育て力を高める取組(4事 業実施 ) か 所 45ポ イント 000ポイント

・センター型

5日 開所 か 所 370ポイント 0100ポイント

6～ 7日 開所 か 所 396ポイント OЮOIポ イント

経過措置 (基 本分 ) か所 129ポイント OЮ OIポ イント

経過措置 (保健相談等加算分 ) か 所 68ポ イント o:Oolポ イント

・児童館型

基本分 か所 84ポイント 000ポイント

加算分 (地域の子育て力を高める取組 ) か 所 22ポイント otoolポ ィント

ポイント数計 0001ポ イント

A欄 項
B 欄 評価ポイント 申請ポイント

・保育所型 (年間延利用児童数 )

25人 以上～ 300人 未満 か所 26ポイント 000.ポ イント

300人 以上～ 900人 未満 か 所 79ポイント 0.00ポイント

900人 以上 ～ 1500人 未満 か所 142 ポイント 0100ポ イント

1500人 以上～2100人未満 か 所 205ポイント 0,0● ポイント

21OO L);)L- 27 OO L*ffi か 所 268ポイント 0001ポイント

2700人 以上～3300人未満 か 所 331 ポイント 0100ポ イント

3300人 以上～3900人未満 か 所 394ポイント 000ポイント

3900人 以上 か 所 457 ポイント 0:00ポイント

・地域密着型 (年間延利用児童数 )

25人 以上～ 300人 未満 か所 26ポイント 10:001ポ イント

300人 以上～ 900人 未満 か 所 79ポイント 0100ポイント

900人 以上～ 1500人 未満 か 所 142 ポイント 0001ポイント
1500人 以上～2100人未満 か 所 205 ポイント 0100ポイント

2100人以上 ～2700人未満 か 所 268 ポイント 0.0O, th-/>l-
2700人 以上～3300人未満 か所 331 ポイント α00ポイント

3300人以上～3900人未満 か 所 394ポイント 0-00 tli-f>F
3900人 以 上 か所 457ポイント OЮI:ポイント

地域密着 Ⅱ型 (年間延利用児童数 )

25人 以上～ 300人 未満 か 所 24ポイント 0001ポ イント

300人 以上～ 9oo人 未満 か 所 71ポイント 0′00ポイント

900人 以上～ 1500人 未満 か所 128ポイント 000ポイント

1500人 以上～2100人未満 か所 184ポイント 000ポ イント

2100人 以上～ 2フ 00人未満 か所 241 ポイント 000:ポ イント

2700人以上～3300人未満 か所 298 ポイント 0′001ポイント

3300人以上～3900人未満 か 所 354ポイント 0´00ポイント

3900人以上 か 所 411ポイント ●0●ポイント

ポイント数計 000ポイント
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く評価 2〉

A 欄 項 目 B 欄 評価ポイント 申請 ポイント

●へき地保育事業

実施か所数 か 所 200ポイント 000'ポイント

●家庭支援推進保育事業

実施か所数 か 所 190ポイント ●oolポィント

0次世代育 成支援 人材春成事 業

コーディネーターの養成 ::|:::::::::1::|::::
30ポイント α00ポイント

スタッフの養成 :|::::::::::::::: 30ポイント 000:ポイント

●子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

(基本事業 )

児童福祉司任用資格取得のための研修 (講習会)の 受講

(配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしていない場合)

人 04ポイント 000ポイント

更に児童虐待への専門性を向上させるための研修の受話

(配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしている場合)

人 04ポイント 0100ポイント

ネットワーク関係機関の連携強化を図るための取組 華i霧
150ポイント CW 0_00ポイント

A欄 項 目 B欄 評価ポイント 申請ポイント

(付加的事業 )

※付加的事業については、基本事業の実施が要件であること。

地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組 1■#峯::: 33ポイント OY 000ポイント

地域ネットワークと訪間事業との連携を図る取組 :::::::::::: 36ポイント 000.ポ イント

地域住民への周知を図る取組

=轟
舞 32ポイント 0001ポイント

ポイント数計 0100ポイント

●子育て支援ネツトワーク事業

=
135ポイント 000ポイント

●子どもの事故予防強化事業
基本分 (児童人 口2500人 未満 ) 1華

=:華
彗
=

30 ポイント α001ポイント

基本分 (児童人 口2.500人 以上～8500人 未満 ) 50 ポイント ●001ポイント

基本分 (児 童人 口8,500人 以上 ) :::||:::::::: 80 ポイント 0]¨ ポイント

加算分 (事故予防検討会の開催 ) 10 ポイント 0001ポイント

評価2合計ポイント   |||101ポイント

総合計ポイント DX「 ‐‐|■ 0100‐ ポイント
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● 予算措置状況確認表 (必須入力項目)

実施する各事業の事業費、寄付金その他の収入額を記入してください。

交付対象事業の

総事業費

交付対象事業の

支出予定総額

(差 引額 A-3)

乳児家庭全戸訪問事業
(こ んにちは赤ちゃん事業)

養育支援訪問事業

ファミリー・サポート・センター事業

子育て短期支援事業

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業

へき地保育事業

家庭支援推進保育事業

次世代育成支援人材養成事業

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

子育て支援ネットワーク事業

子どもの事故予防強イヒ事業

(単位:千 円 )

●
必須入力

※必須入

● 平成22年度の次世代育成支援対策交付金の申請・実績の状況を記入してください。(必須入力項 目)

※①及び②欄の総合計ポイントはく評価 1〉 ～く評価2〉までの合計のポイントを記入してください。

平成22年度の様式で算出された、「総合計ポイント」欄のポイントをそのまま記入してください。

※③欄は平成22年 度の交付決定通知書の交付額を記入してくださいる

※平成22年 度に次世代育成支援対策交付金の交付を受けていない市町村は「0」 を入力してください。空欄ではエラーになります。

最後に平成23年度事前協議時の状況を記入してください。(必須入力項目)

※④欄は平成23年 度の事前協議時のく評価1〉 ～〈評価3)までの総合計ポイントを記入してください。

平成23年 度の事前協議の様式で算出された、「総合計ポイント」欄のポイントをそのまま記入してください。

※⑤欄は内示書に記載されている金額を記入してください。

※⑥欄は平成23年 度に申請する交付申請額を記入してください。

平成22年度交付申請時
総合計ポイント

平成22年度実績ベース
総合計ポイント

平成22年度交付決定額
(単位 :円 )

C C C

平成23年度事前協議時
総合計ポイント

平成23年度内示額
(単位 :円 )

平成23年度交付申請額
(単位 :円 〉
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男1:表 8 平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

1.特定事業

(1)乳児家庭全戸訪間事業 (こんにちは赤ちゃん事業)

(注 1)「家庭訪問対象全家庭数」(a)は 、当該年度の出生児数などから、平成23年度の¬年間における全戸訪間事業の対象となり得るすべての家庭数を計上すること。

(注 2)「乳児家庭全戸訪問事業による家庭訪間数」(b)には、平成23年度の1年間における家庭訪間数を計上すること。

(注 3)「 訪問者実人数」は、本事業の訪間を実施する人数を計上すること。

(注4)以下の①②の¬つでも該当しない場合は対象とならないので計上しないよう注意すること。

①研修を実施する。
②実施計画を策定する。

―
劇
０
１

市町村名 事業開始年月日 実施方法 (直営・委託の別 )

平成   年  月  日 直 営 ・ 委 託

乳児のいる全ての家庭を訪問するための実施計画 (平成23年度計画) 訪間者実人数

家庭訪間対象全家庭数(a)

保健師、
助産師、
看護自市

保育士
母子保健推進員、

愛育〕I員 、
民生 (児童)委 員

子育て経験者 その他 合計

乳児家庭全戸訪間事

珊
‐‐

(b/a)(%)

#DIV/0!

~~~W,l  lcフ
a)(%

|

|

1側
V/0

(人 (人 (人 (人 ) (人 ) ( 人 )

0

以下の(1)～ (3)について、該当する太枠内に○を選択

(1)研修

1実
施有り

※研修を実施しない場合は本事業の対象とならない。

(2)ケース対応会議 (3)養育支援訪間事業のうち、育児・家事援助と専門的相談支援をいずれも実施

目 ][[:



義 3年度次世代育成支援対策推進事業事業計語男1:表 8

(2)養育支援訪間事業

―
司
“
―

づく訪問支援の対象となった場合は、重複してカウントすること。

(注2)D～ Fについては、訪間支援の延件数を計上すること。

(注3)G～ Kについては、訪間支援を実施する人数を常勤換算せずに計上すること。
(注4)Kについては、分娩に関わつた産科医療機関の助産師等 (保健師、助産師、看護師、医療ソーシャルワーカー等)が行う訪間支援を計上すること。
(注 5)「中核機関」とは、情報の収集やそれに基づき訪間対象者及び支援内容の決定等を行うための中核となる機関のことをいう。
(注6)以下の①②のうち1つでも実施しない場合は対象とならないので計上しないよう注意すること。

①l青報の収集、一定の指標に基づく訪間対象者の決定、支援計画の策定等を行うための中核機関を定めている。
②研修を実施する。

市町村名

〔委託の場合は委託先:

訪間実家庭数 訪間延件数

育児・家事
援助

A

専門的
相談支援

B

分娩に関わつた産
科医療機関の助
産師等が行う訪間

支援
C

合計
育児・家事

援助

D

専門的
相談支援

E

分娩に関わつた産
科医療機関の助
産師等が行う訪問

支援
F

合計

〕

(か所 ) (か所 ) (か所 ) (か所 )

0

(イ牛) (4牛 ) (4牛 ) (イ牛)

0

訪間支援者実人数 以下の (¬ )(2)について該当する太枠内に○を選択

育児・家事
援助

専門的相談支援
分娩に関わつた産科医
療機関の助産師等が

行う訪問支援

合計

(1)中核機関 指定有り

ヘルパー、子
育てOB等

G

鯖欝 舗楔 酔彗蒻 蓮圭等
H I 」

産科医療機関の

助産師等

K

(2)研修 実施有り

※中核機関を定めない場合、及び、研修を実施しない(人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 )

0 合は本事 業の対象とならないぅ

1)A～ Cについては、訪間の対象と判断された家庭数を記入する。なお、訪間支援を実施した後の評価により、一般子育て支援サービスを紹介することで



別表8                          平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

(3)フ アミリー・サポー トロセンター事業

○ファミリー・サポー ト・センターの概要

―
劇
Ｎ
Ｉ

3 ひとり親家庭等のファミリー・サポー ト・センター (病 児・病後児の預かり等を含む。)の 利用支援

(1)援助を行いたい会員を優先して調整 _J(3)ひ とり親家庭等の受入れに対する援助を行いたい会員への助成

(2)早朝、夜間、宿泊、休日の受入れなどに柔軟に対応

1 基本事業と病児・緊急対応強化事業 (本 様式では、「病児事業」という。)の 両事業を実施する場合は、2のセンターF75設 時間は、基本事業について、職員配置と会員数については、基本事業
と病児事業の合計数を記載すること。

2 病児事業を実施する事務所等は、3の支部数には含まない。
3 ※ 1 事業の全部を合同により実施し代表する1市町村が申請を行う場合、合同実施市町村を記載すること。
4 ※2 依頼の受付・調整を行う1日 当たりの時間数と時間帯を記載すること。
5 ※3 今年度から病児事業を実施する場合。
6 ※4 提供会員と依頼会員の間で合意があり、かつ、アドバイザーが調整を行う際に安全な預かりの実施に留意するなどの取組がある場合。
ア基本事業(①～③の1つ でも該当しない場合は対象とならないので計上しないよう注意すること。)

①会員の募集、登録その他の会員組織業務
②相互援助活動の調整等
③会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催

8 病児事業 (①～⑤の 1つ ても該当しない場合は対象とならないので計上しないよう注意すること。)

①会員の募集、登録その他の会員組織業務
②相互援助活動の調整等                   '

3:暑醤骨[:「 [書[〔
「繹

F曽:こ〔][flil「Ё#li[il'1]illiの 調整ができる体制をとること。   (|)

1 運営方法 2 センター開設時間
(本部 )

3 支部数
4 職員配置 5 会員数 (本年度末) 6 合同実施市町村 ※ 1

(1)基本事業1  直営 ・ 委託 ・ 補助 (1)フ ト・ハ・イサ・― ) n{**El (2) ktF*R (3)両 方会 員
合計

(1)+(2)+(3)
基

本
事

業(委 託 補助先 ) (      時間 ) (か所 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 )

|

(人 ) (人 )

(2)病 児事業  直営 ・ 委託 ・ 補助 病

児

事

業(委 託 補助先 )

○事業内容 (該当する欄にOを記入 )

1 基本事業 2 病児・緊急対応強化事業

センター業務 センター等の業務

(1)会 員の募集、登録その他の会員組織業務 (1)会員の募集、登録その他の会員組織業務

(2)相互援助活動の調整等 (2)相互援助活動の調整等

」   (3)_会 員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催 (3)会員に対して病児・病後児の預かり等の相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催

(4)医療機関との連携体制の整備 (医 療ア ドバイザー・協力医療機関の選定等)

(5)依頼受付時間 (  時間)【   :  ～  :  】 ※ 2

(6)近隣市町村会員の受け入れ

(7)初 年度体制整備 ※ 3

活動内容 活動内容

1)保育施設の保育開始時や保育終了後の子どもの預かり (1 病児・病後児の預か り  | ○利用件数 (見 込)                  件

2)保育施設までの送迎 宿泊を伴 う預か り

3)放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり その他 (早朝・夜間等の緊急時の預かりなど)

4)学校の放課後の子どもの預かり (4 上記に伴う保育施設、病児・病後児保育施設、自宅等の間の送迎

5)冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり

6)買 い物等外出の際の子どもの預かり

7)複数預かりの実施 (兄 弟姉妹を除く)※ 4



別表8

(4)子育て短期支援事業

革IL3年度次世代育成支援対策推進事業事業計£

子育て短期支援事業担当者

―トステイ)

利用予定児童数 (人 日)

緊急一時保護の母2歳未満児 2歳以上児

保育士・里親等の

登録 人数

人

登録者の資格内訳

保育士   人

里親    人

その他    人

イ

―
刊
ω
ｌ

(注 1)「 施設種別」欄には、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、里親、保育士等を記載すること。

(注2)市町村が事業を委託する場合には、「施設名」欄に施設名を記載するとともに施設名の下段に委託先の名称 (例 :社会福祉法人○○会)を記載すること。

(注 3)「 所在地」欄には、施設の住所を記載すること。

(注 4)里親や保育士等が実施施設から委言モを受けて事業を実施する場合は、「施設種別」欄には「里親」や「保育士」等と記入するとともに、「施設名」、「所在地」欄には委託元の実施施設名等を記入すること。

(注 1)「施設種別」欄には、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、里親、保育士等を記載すること。

(注 2)市町村が事業を委託する場合には、「施設名」欄に施設名を記載するとともに施設名の下段に委託先の名称 (例 :社会福祉法人○○会)を記載すること。

(注 3)「 所在地」欄には、施設の住所を記載すること。

(注 4)里親や保育士等が実施施設から委託を受けて事業を実施する場合は、「施設種別」欄には「里親」や「保育士」等と記入するとともに、「施設名」、「所在地」欄には委託元の実施施設名等を記入すること。

(注 5)「 利用予定児童数」は1人 口単位で入力すること。

(ト ワイライトステイ

利用予定児童数 (人 日)

施 設 名
〔委託先〕 基本分  1  信泊分

保育士・里親等の

登録人数

人

録者の資格内訳

保育士   人

里親    人

その他    人



ｌ
可
一
１

別表 8

(5)地域子育て支援拠点事業

平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

①ひろば型

名称 実施 場 所

直 営・委託
・補 助 の別

委託 .補助の場
合は下段のに委
託・補助先を選

年間事業月数

(月 )

開設日数
(週 あたり)

(日 )

開設時間
(1日 あたり)

(時間)

専任 職 員

の 配 置

(人 )

機能拡充型
にかかる取細

内容

地域の子育て力を
高める取組内容

円
(住 所 )

(住 所 )

(住 所 )

(住 所 )

(住所 )

(住 所 )

(注 1)「実施場所」欄は、公共施設、保育所、児童館、空き店舗、ビル・アパート・マンション、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

(注 2)「 開設時間」欄には、開設 日によって開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を選択すること。

(注 3)「機能拡充型にかかる取組内容」欄には、平成23年●月●日雇児発第●●号通知「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」(別添4)1の (5)②工の(7)～ (■)の うち該当する記号を選択すること。

(注 4)「地域の子育て力を高める取組内容」欄には、平成20年 11月 28日 雇児発第1128003号通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準につし`て」1の (5)②オの(ア)～ (工 )の うち該当する記号をすべて選択すること。

②センター型

名称 実施場所

直営.委託
・補助の別

委託 ■甫助の場合
は下段のに委託
補助先を選択

年間事業月数

(月 )

開設日数
(週 あたり)

(日 )

開設時間
(1日 あたり)

(時 間 )

専 任 職 員

の 配 置

(人 )

開設 年 月 日

(年 月 日)

(住所 )

(住 所 )

(住 所 )

(注 1)「実施場所」欄は、公共施設、保育所、認定こども国、児童館、空き店舗、ビル アパート・マンション、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

(注 2)「 開設時間」欄には、開設 日によって開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を選択すること。

出張ひろばを実施の場合に記載

出3長元 出張先
年間事業月数

(月 )

開 設 日数

(週 あたり)

(日 )

(1日 あたり)

(時 間 )



月1:表 8

(5)地域子育て支援拠点事業 [続き]

平
り

年度次世代育成支援対策推導事業事業lP書

③センター型・経過措置(小規模型指定施設)

名称 実施場所

直営・委託
口補助の別

年間事業月数

(月 )

開設日数
(週あたり)

(日 )

開設時間

(1日 あたり)

(時間)

専任職 員

の配置

(人 )

事業内容 保健相談
(週 3回 程度実

施 )

の有無

開設年月日
(平成19年 3月 31日 以前で

委託・補助の場
合は下段のに委
託・補助先を選択

(年 月日)

(住 所 )

(住所 )

＝
劇
一
Ｉ

(注 1)「実施場所」1間 は、公共施設、保育所、認定こども園、児童館、空き店舗、ビル・アパート・マンション、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

(注 2)「 開設年月日」1間 に開設年月日を記入すること(平成19年 4月 1日 以降の新規開設は認められない)。

(注 3)「 開設時間」欄には、開設日によって開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を記入すること。

(注 4)「 事業内容」1間 には、平成23年●月●日雇児発第●●号通知「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」別添4の ¬の(5)③オ(イ )dの (a)～ (c)の うち該当する記号を選択すること。

(注 5)「 保健相談(週 3回程度実施)の有無」1間 には、平成23年 ●月●日雇児発第●●号通知「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」別添4の 1の (5)③オ(ウ )に基づく保健相談業務

の週3回程度実施の有無を選択すること。

開設時間
(1日 あたり)

専任職員
の配置

地域の子育て力
を高める取組の
実施の有無

(注¬)「 開設時間」オ間には、開設日によって開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を記入すること。



平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書別表8

(6)一時預かり事業

―
劇
の
―

(注 1)平成22年度において事業を実施した場合は、「平成22年度年間延利用児童数(実績)」 欄に平成22年度の実績人数を記入すること。

②地域密着型

(注 1)「 実施場所」欄は、地域子育て支援拠点〈ひろば型)、 地域子育て支援拠点(センター型)、 地域子育て支援拠点 (経過措置)、 地域子育て支援拠点(児童館型)、 公共施設、認定こども園 (幼稚園型)、 認定こども園(地方裁量型)、 児童館、
空き店舗、ビル・アパート・マンション、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

(注 2)委託・補助で実施する場合は、「委託・補助先」欄に、NPO、 社会福祉法人、株式会社、その他から該当するものを選択すること。

(注 3)平成22年度において事業を実施した場合は、「平成22年度年間延利用児童数 (実績 )」 欄に平成22年度の実績人数を記入すること。

③地域密着Ⅱ型

(注 1)「 実施場所」欄は、地域子育て支援拠点 (ひ ろば型)、 地域子育て支援拠点 (センター型)、 地域子育て支援拠点(経過措置)、 地域子育て支援拠点 (児童館型)、 公共施設、保育所、認定こども園 (幼 保連携型)、 認定こども国(幼 稚園型)、

認定こども園(保育所型)、 認定こども園 (地方裁量型)、 児童館、空き店舗、ビル・アパート・マンション、民家、商業施設、幼稚園、専用施設、公民館、その他から該当するものを選択すること。

育所型

保育所名 実施場所
運営主体
[公 又は私]

平成22年度
年間延利用児童数 (実 績)

※22年度実施した場合のみ記入

平成23年度
年間延利用児童数(見込)

開所日数
(年間)

開設時間
(1日 あたり)

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

保育所

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

公・私

人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

人

人

人

日

一
日

一
日

一
日

一
日

一
日

一
日

一
日

一
日

時間

時間

印
一嘲
一印
一時 間

時間

合計 0か PJt

公  0か所

私  0か所
0 人 0 人 0日 000時間

名 称 実施場所
委託・補助先

〈委託・補助の場合)

運営主体

[公 又は私 ]

平成22年 度
年間延利用児童数 (実 績)

※22年 度実施した場合のみ記入

平成23年度
年間延利用児童数 (見込 )

開所日数
(年間)

開設時間
(1日 あたり)

公・私

公・私

公・私

公・私

人

人

人

人

人

一
人

一
人

一
人

日

日

日

日

郎
一岬
一雌
一岬

合 計 0か所
公

私

0か所

0か所
0 人 0 人 0日 000時清

名称 実施場所
委託・補助先

(委 託・補助の場合)

運営主体
[公又は私 ]

平成22年度
年間延利用児童数 (実績)

※22年度実施した場合のみ記入

平成23年度
年間延利用児童数 (見込)

開所 El数

(年 間)

開設時間
(1日 あたり)

公・私

公・私

公・私

人

人

人

人

人

人

日

日

日

匿

一
匿

一
情

時

一
時

一
時

合 計 か 所
公  0か所

私  0か FJI

0 人 0 人 0日 000時間

帷 の魏 ■甫助で実施す鶴 創輩 託Ⅲ甫助 側 ミ NPa社会福祉法人

瑾11ぅ堪;i蝸

`星

種3輩 罐 鮮 なこれ
   ●

(注3)平成22年 度において事業を実施した場合は、「平成22年度年間延利用児1



別表8 CD秒 3年度次世代育成支援対策推進事業事業計画望D

2.その他の事業

(1)へき地保育

保育所名

〔委託の場合には委託先〕

年間
事業月数

定員
設置
場所

¬日あたり
平均入所児童数

職員数

備考
平成

21年度
実績

平成
22年度
実績

平成
23年 度
見込み

保育士

A

その他

B

計
(A+B)

C

1

(月 ) (人 | (人 ) (人 ) (人 ) (人 (人 ) (人 )

0委託先

[ ]

2 0
委託先

[ ]

Ｉ
角

劇
ｌ

委託先

[ ]

0

4 0
委託先

[ ]

委託先
0

合計 (0)か 再斤 0人 0人 0ノk 0人 0人 0人

<記入上 の注意 >                                     `
1「委託先」欄は、「○○法人○○会」のように、委託先団体等の名称を記入すること。

2「設置場所」欄は、平成23年 ●月●日雇児発第●●号通知「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」(別 添4)の 2の (1)②ウ(イ )の a～ dの うち該当する

記号を選択すること。

3,「 1日 あたり平均入所児童数」欄は、平成21年度実績・平成22年度実績・平成23年度見込みのいずれかが10人 以上であるか確認すること。

4・「職員数」欄は、Aが 1以上、Cが 2以上となつているか確認すること。



男1:表 8 平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

(2)家庭支援推進保育事業

設置主体

〔公又は私〕 保育所名
直営・委託
・補助の別

委託又は補助先

(委託又は補助の場合のみ記入)

対象児童
入所率

力日酉己

保育士数
年間

事業月数

備考

1 公 ・ 私

(% (人 ) (月 )

2 公 ・ 私

3 公 ,私

４

●

Ｄ

Ｉ 公 ヽ 私

5 公 ・ 私

6 公 ・ 私

合計

/AN  0

0人 0月
私  0

<記入上の注意>
1.保育所ごとに記載のこと。

2.設置主体[公又は私]1聞 は、いずれかを選択すること。

3.直営・委託・補助別の欄は、いずれかを選択すること。
4.委託又は補助先の欄は、「○○法人○○会」のように、委託先団体等の名称を記入すること。直営の場合は記載不要。

5.「対象児童入所率」1聞 は、当該保育所毎に本事業の対象児童数を入所児童数の総数で除した数字を小数点以下第1位まで記載すること。(必ず40%以上)

6.「加配保育士数」1聞
躊
、本事業の要件で

,P暴
低基準及

drの
他の補助金の酉己置基準に規定する

F育
士q僣

嬌

加配した保育士数を記載すること。(必ず1人以上)



男1:表 8 平議 年度次世代育成支援対策推進事業事業鼻L書

(3)次世代育成支援人材養成事業
都道府県名 :

市町村名 :

―
劇
Ｏ
ｌ

①コーディネーター養成研修

実施の有無
※実施する場合○を選択

実施時期 研修時間数 (時間 ) 養成人数 (人 ) 配置先

日 ～  月

②スタッフ養成研修

実施の有無
※実施する場合○を選択

実施時期 研修時間数 (時間 ) 養成人数 (人 ) 配置先

月  日 ～  月  日



月1:表 8

(4)子 どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

① 要保護児童対策調整機関の職員配置状況

② 基本事業

③ 付加的事業(基本事業の実施が要件)

(注 ¬)A欄の「有」「無」いずれかを選択すること。
(注2)基本事業(②)は、調整機関に職員を配置(①)していなければ対象にならないこと。
(注3)付加的事業(③)は、基本事業(②)の実施が要件であること。

平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

11田丁本寸イ乙 :

―
∞
Ｏ
‥

平成 23年 4月 ¬日

児童福祉司の任用
資格を有する者

左記以外

人

合   計

人

0

24年 3月 31日

児童福祉司の任用

資格を有する者
左記以外 合  計

人

0

ア 調整機関職員の専門性強化

A

実施の有無

B

研修人数 (人 )

C

研修の名称、実施機関

∽f齋翻彗示貴警竃見当方部署箔暫六翼ЁR露場創
めヨ湘鰤雪ぶβ冒鮒男羞閻 そぃる場合)

(名 称 )

(実施機関 )

(名 称 )

(実施機関 )

イ 地域ネットワータ構成員の連携強化

A

実施の有無

B

取 組 内 容

B

取 組 内 容

ア :地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組

ィ 1地域ネットワークと訪間事業との連携を図る取組

1地域住民への周知を図る取組



男1:表 8

(5)子育て支援ネットワーク事業

①情報配信領域

守
3年度次世代育成支援対策推進事業事業計

電

‥
∞
一
―

配信する情報の内容 連携口協力機関等

②情報共有領域

共有する情報の内容 連携・協力機関等

③個人情報領域

名称 連携・協力機関等

(注 )「連携・協力機関等」欄には、保育所、学校、企業、保健所等を記載すること。



月1:表 8

(6)子どもの事故予防強化事業

平成23年度次世代育成支援対策推進事業事業計画書

―
∞
Ｎ
Ｉ

配置する事業実施担当者※ 1 取組内容※2

※ 1「母子 等 記

※2単 にパンフレット等を配布等するだけの取組については評価の対象としない。説明する場所 (1歳 6ヶ月健診の会場等 )、 回数や人数等も記載する。

②加算分(事故予防検討会の開催)※ 3

検討会の構成員※4 検討内容※5

※3②のみを実施する場合は言価の対象としなし
「母子保健推進員」、「愛育班員」、「医師」、「保健師」、「保育士」等を記載
検討内容の他、検討回数等も記載

４

５

※

※

①基本分(事業実施担当者の配置等)



別表9     平成  年度地方独 自(0子育て支援推進事業計画書  ●    市区町村名

(単位 :千 円)

①新規事業

事 業 名 新規事業内容
対象経費の支

出予定額
寄付金その他

の収入額

ノlヽ 計 0 0
―
∞
ω
Ｉ

②既存事業の拡充分

事 業 名 既存事業内容 拡充内容

22年度対象経
費の実支出額

A

23年度対象経費
の支出予定額

B

対象経費の支出

予定額 (拡充分 )

(B―A)=C

Cの支出に

係る寄付金

その他の収
■ 麦百

0

0

0

計ノlヽ 0 0 0 0



③平成22年度において次世代育成支援交付金の交付を受けていた事業

事 業 名 事業内容
対象経費の支

出予定額
寄付金その他

の収入額

ノl｀ 計 0 0

―
∞
一
Ｉ ※児童の範囲

児童人口  1平成23年 4月 1日 現在の各市町村における児童人口 ‖ 児童人口    0人
(0歳 ～15歳の児童数。 ただし、平成8年 4月 1日 以前に生まれた児童を除く。)

(記載上の注意点)

※ ③については、事前協議書の提出時に添付していただく市町村行動計画には、取組が記載されている
箇所にマーカーを引いて提出願います。

※ 入力が必要な箇所は色づけしています。

対象経費の支出
予定額

(① +②十③)

寄付金その他
の収入額

(① +②+③ )

0



別紙 様 式第 3

番       号

平成  年  月 日

厚 生 労 働 大 臣  殿

都 道 府 県

□

平成  年度 子育 て支援 交付金 の交付 申請 につ いて

標 記 にう いて 、次 に よ り国庫 交付 金 を交付 され る よ う関係 書類 を添 えて 申請す る。

1 国庫 交付金 交付 申請額    金

2 平成  年 度子 育て支援 交付金所 要額 総括 表 (別 表 1)

3 平成  年度 国 と自治 体 が一 体 的 に取 り組 む待機 児童解 消 「先取 り」 プ ロジェ ク ト

事業所 要額 内訳表 (別 表 11)

4 平成  年度子 育て支援 環境 整備 業所 要額 内訳表 (別 表 12)

5 平成  年度 国 と自治体 が一 体 的 に取 り組 む待機 児童解 消 「先取 り」 プ ロジェ ク ト

事業計 画書 (別 表 6)

6 平成  年度子 育て支援 環境 整備 業計 画書 (別 表 14)

7 添付 書類

(1)当 該年 度 の歳入歳 出予算 (見 込 )書 抄 本 (当 該補 助 事業 の支 出予 算額 を備 考

欄 に明記す るこ と。 )

(2)そ の他 参 考 とな る資料

※それ ぞれ の事業 にお いて 、市町村 が定 める利 用料 の設 定があ る場合 は、そ の

基 準額 がわか る資料 を添付 す るこ と。

円

…85-



別表 1

平成  年度子育て支援交付金所要額総括表

―
∞
０
１

区 分 国 庫 補 助 基 本 額
今回申請国庫補助所要

額
厚生労働大臣が認めた額 要 国 庫 補 助 額 備 考

千 円 千 円 千 円 千 円

(1)国と自治体が一体的に取組待機児童解消
「先取り」プロジェクト事業

別表2-1もしくは別表¬1-1

別表2-2もしくは別表11-2

(2)次世代育成支援対策推進事業

(3)地方独自の子育て支援推進事業

(4)子育て支援環境整備事業

別表5-1も しくは別表 12-1

男」表5-2も しくは男」表12=2

別表 12-3

計



別表1¬ 一司

平成  年度国と』響撫が_体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジエクト≦層ξ
都道府県名

―
∞
可
‥

市町村名
区  分

対象経費

基準額④

選定額

(③と④を比較
して少ない方
の額)⑤

(⑤ ×2/3)
=⑥

都道府県補助
予定額  ⑦

庫

額蜘薩
回
助

〈
フ
措「

(⑥と⑦を比較
して少ない方
の 額 )C

コ庫補助基本
額

(③ X¬ /2)
=⑨

螂］⑩
」
湾

国庫補助所要
額

⑨と⑩を比較
して少ない方
の額

蒲 考

対象経費の支
出予定額C

他
Ｃ

］̈
寿

つ
差   引   容

(① ―②)=C

〇〇市

(ア )グ ループ型

小規模保育事
業

(イ )認可外保育

施設運営支援

事業 (交 付要輌
3(1)イ (ア )の

事業 )

//

小計

○○市

(ア )グ ループ型
小規模保育事
業

//

(イ )認可外保育
施設運営支援
事業 (交 付要綱
3(1)イ (ア )の
事業 )

小計

合  計



別表11-2
平成 年度国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト事業所要額内訳書      都道府県名

市町村名
区  分

対象経費

基準額④

選定額

(③と④を比較
して少ない方
の額)⑤

(⑤ X3/4)
=⑥

指定都市:中
核市補助予定
額  ⑦

今回申請国庫
補助 所要額

(⑥と⑦を比較
して少ない方
の 額 )C

国庫補助基本
額

(③ X2/3)
=⑨

厚生労働大臣
が認めた額

⑩

国庫補助所要
額

⑨と⑩を比較
して少ない方
の額

備 考

対象経費の支
出予定額C

他
Ｃ

囀̈
寄

の
差  引  密
(① 一②)=G

○○市

(イ )認可外保育
施設運営支援事
業 (交 付要綱 3
(1)イ (ア )の事

業 )

DO市

(イ )認可外保育
施設運営支援事
業 (交 付要輌 3
(1)イ (ア )の事

業 )

ЭO市

(イ )認可外保育

施設運営支援事

業 (交 付要綱 3
(1)イ (ア )の事

業 )

ЭO市

(イ )認可外保育

施設運営支援事
業 (交 付要綱 3
(1)イ (ア )の事

業 )

合  計



別表¬2-1
平成

C摩
度子育て支援環境整備事業所要額内訳書

都道府県名

して少ない
の額)⑤

今 回 申請 国

(⑥ と⑦を比
較して少ない
方 の 額 )③

厚生労働大
臣が認めた額

⑩
して少ない方

対 象経 費の
支 出予定額

①

差  引  額
(① ―②)=③

(ア )民 間 児 童

活動事業費

(1)小 型児童館            か所
うち、事 業実施期間 6月 未満    か所

(2)児 童センター            か所
うち、事業実施期間6月 未満   か所

(イ )児童福祉
施設併設型民
間児童館事業

(工 )地域組織
活動育成事業

(ア )民間児童
(1)小 型児童館           か所

うち、事業実施期間6月 未満   か所
(2)児 童センター           か所

うち、事業実施期間6月 未満    か所

(イ )児童 福

設併設型民
児童館事業

(工 )地域組織
活動育成事業



別表¬2-2
平成 年度子育て支援環境整備事業所要額内訳書

都道府県名

国庫補 助基
本    額

(③ ×¬/2)
=⑨

厚生労働大
臣が認めた額

⑩ して少ない方して少ない

方の額)⑤

都道府県補
助予定額

庫補 助所要
額

(⑥ と⑦を比
較して少ない対象経 費 の

支出予 定額
①

寄付金その他 差  引
(① ―②)=

(1)小型児童館
か所

うち、事業実施期間6月 未満
か所
(2)児 童センタ=
か所

うち、事業実施期間6月 未満

(ア )民 間児童
館活動事業費

(1)小 型児童館
か所

うち、事業実施期間6月 未満
か所
(2)児 童センタT
か所

うち、事業実施期間6月 未満

(ア )民 間児童
館活動事業費

(1)小型児童館
か所

うち、事業実施期間6月 未満
か所
(2)児 童センター
か所

うち、事業実施期間6月 未満

(ア )民 間 児 童

(1)小型児童館
か所

うち、事業実施期間6月 未満
か所
(2)児 童センター
か所

うち、事業実施期間6月 未満

(ア )民 間児童
館活動事業費



別う反12-3 ●
勁 年度子育て支援環境整備事業所要額内

●
繕 都道府県名

区   分

対象経費

基準額C

国庫補助基本
額

一̈̈

疇
苺
　
　
Ю

湘
要
　
　
И

呻
所　　　^
ン

今
助
　
　
＜

厚生労働大臣
が認めた額

⑦

国庫補助所要
額

騒碑呻
Ю
軋
方

備  考
出
①

支の
額

費経
定

象対
予

他
②

』̈
寄

の
額
Ｃ〓

引
②一

差
Ю

日 F

(ウ )地域子育て環
境づくり支援事業

１
０
“
‥



別表 6

国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト事業

(¬ )グループ型小規模保育事業

平成  年度国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取りJプロジェク ト事業計画書

名
県
市

市

府
都

核

道
定

都
指

中

１
０
Ｎ
Ｉ

(注)l①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

2②の市町村自らが支援体制を取る場合の支援方法について、上記の枠内に収まらない場合は別紙(様式任意)に記載し添付すること。
3③は、家庭的保育支援者ごとに、通し番号を記入し異なる者であることが分かるようにすること。
4④は、グループごとに、通じ番号を記入し異なるグループであることが分かるようにすること。

5,⑤は、家庭的保育者ごとに、通し番号を記入し異なる者であることが分かるようにすること。
6①は、該当する番号の左にO印を付すこと。

市町村名
連携・実施保育所、委託先法人名

(市町村自らが支援体制を
取る場合、その支援方法)

C

家庭的保育
支援者番号

C

グループ番
万

C

家庭的保育者
番号

C

支出予定額
事業実施

月数
補助者数
(実人数)

利用児童数
(実人数 )

延利用月数 実施形態

⑩

円 月 人 人

1 個人実施型

2保育所実施型

:1 個人実施型

保育所実施型2

¬ 個人実施型

2保育所実施型

1個人実施型

2保育所実施型

11 個人実施型

保育所実施型2

1個人実施型

12保育所実施型

11 個人実施型

2保育所実施型

¬ 個人実施型

2:保育所実施型

1 個人実施型

保育所実施型2

合計
か所 人

6月 以上

6月 未満

グルー

人 円 か 所

6月 以上

6月 未満

人 人 月 合計    か所

1      かPJI

2     か所



平成  年度国と自治体が一体的に取 り組む待機児童解消「先取り」プロジエク ト事業計画書

国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト

(2)認可外保育施設運営支援事業

(注 )1.①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

2.③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

3.⑦は、本事業に関わらず、市町村による補助を開始した年月日を記入すること。(「 市町村による補助」の定義は、別表の基準額欄を参照のこと)

4.⑩は、児童福祉施設最低基準33条第2項の保育士数の基準を満たしている施設は「適」と、満たしていない施設は「否」と記入すること。

名
県

市
市

帥帥核

都
指
中

１
０
ω
‥

市町村名 対 象 施 設 名

σ

運営
主体

支出予定額
事業実施

月数
利用児童数
(実人数 )

延利用月数
葡 助 開 始

年  月  日

C

事 業 開 始

年  月  日

C

保育士配置基準
適・否

∩

円 月

4歳 以上

3歳
1・ 2歳
O歳

4歳 以上

3歳

1・ 2歳

0歳

4歳 以上

3歳
1・ 2歳
O歳

4歳 以上

3歳
1・ 2歳

O歳

4歳以上

3歳
1・ 2歳
0静

4歳 以上

3歳
1・ 2歳
0歳

4歳以上

3歳
1・ 2歳

0歳

4歳 以上

3歳
1・ 2歳

O歳

4歳 以上

3歳

1・ 2歳
0歳

4歳以上

3歳

¬・2歳
0歳

含 nt

rlD BIT木 寸

か 所 か 所

公

私

円 か 所 4歳 以上
3歳
1・ 2歳
0静

4歳 以上
3歳
1・ 2歳
O歳

か 所

適

否



１
〇
一
―

別 表 14

(1)民間児童館活動事業費

平成  年度子育て支援環境整備事業計画書

都道府県名

(注)実施事業欄に次のとおり記入のこと。  l
① 事業数欄  :実施する予定の事業数を記入すること
② 選択事業欄 :下記の「略号」を記入すること

自然体験活動事業→ア、 子どもボランティア育成支援事業→イ、 児童健全育成相談支援事業→ウ、 年長児童等来館促進事業→エ

設置主体
(市町村名 ) 運 営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名

イ  事業
ウ  事業
工  事業

イ  事業
ウ  事業
工  事業

ア  事業
イ  事業
ウ  事業



設置主体
(市町村名) 運

｀
営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名

イ  事業
ウ  事業
工  事業

イ  事業
ウ  事業
工  事業

ア  事業
イ  事業
ウ  事業

１
０
い
―

(注)実施事業欄に次のとおり記入のこと。

① 事業数欄 :実施する予定の事業数を記入すること
② 選択事業欄 :下記の「略号」を記入すること

自然体験活動事業→ア、 子どもボラジティア育成支援事業→イ、 児童健全育成相談支援事業→ウ、 年長児童等来館促進事業→エ



卜
０
０
１

(1)民間児童館活動事業費 (社会福祉法人等分 )

(注)実施事業欄に次のとおり記入のこと。
① 事業数欄  :実 施する予定の事業数を記入すること
② 選択事業欄 :下記の「略号」を記入すること

自然体験活動事業→ア、 子どもボランティア育成支援事業ちイ、 児童健全育成相談支援事業→ウ、 年長児童等来館促進事業→エ

(注 )実施事業欄に次のとおり記入のこと。
① 事業数欄 :実施する予定の事業数を記入すること
② 選択事業欄 :下記の「略号」を記入すること

市  町  村  名 設 置 主 体 運 営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名

ア  事業
イ  事業
ウ  事業

市  町  村  名 設 置 主 体 運 営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名

ア  事業
イ  事業
ウ  事業

自然体験活動事業→ア、 子どもボランティ
¬D澪

支援事業→イ、 児童健全育成相談支援事業
■

年長児童等来館促進事業→エ



(2)児童福祉施設併設型民間児童館事業費

―
一
劇
―

運 営 主 体 児 童 厚 生 施 設 名



b施設の概要

5 業

事   業 実施 の有無

子育て支援

異年齢児との交流

引きこもり・不登校等児童に対する支援

思春期児童の養育の支援

その他 の事 業

概

１
０
∞
ｌ

(注 )1
2

(3)の 開設時間数欄には、1日 の平均開設時間数を記入すること。
(4)、 (5)の実施の有無欄には

中
する事業に○印を記入すること。

¬ の

名   称 施 設 種 別

児童福祉施設で行う事業 (実施する事業に○印)

備  考延長保育等

特印1保育事業

児童家庭支

援センター

ショート

ステイ

トワイライト

ステイ

その他の

事業

2 の

名  称

職 員 の 配 置

備  考社会福祉士 保育士 児童の遊び

を指導する者

児童指導員

人 人 人 人

3)

放課後児童クラブの名称

間

設

数

年

開

日

開設時間数

児 一里 数

備   考/J\H1
～3年生

小学4
～6年生

そ の 他
計

日 時盾

啓発活塾f福祉サービス利用の調整笠__
地域住民による自主的活動の

:機関等への連絡・協力



Ｉ
Φ
０
１

(3)地域子育て環境づくり支援事業

事 業 実 施 内 容 備  考

(4)地域組織活動育成事業費

市 町 村 名 地 域 組 織 名 会 員 数
活動の拠点となる児童厚生施設
ま た は 公 共 施 設 名

備 考

人

小  計
か所

小  計
か所

計
村町

△口
士叩

か所




